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はじめに

医療の進歩や公衆衛生水準の向上により、感染症の多くは制御可能な疾患になってきました
が、近年でも、新たな感染症の出現が県民の健康や生活に脅威を与えています。

令和２年１月に国内で初めて感染が確認された新型コロナウイルス感染症については、寄せて
は返す波のように感染拡大を繰り返し、長期にわたり、入院病床や外来医療機関のひっ迫など医
療提供体制に大きな影響を与えたほか、マスク等の感染防護具をはじめとした物資の不足、感染
者等に対する誹謗・中傷、イベントの開催自粛など、県民生活全体にも大きな影響を及ぼしまし
た。

こうした教訓も踏まえながら、新たな感染症危機に備えるため、令和４年12月には「感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、各都道府県が定める感染症
予防計画の内容を大幅に充実させるとともに、その実効性を確保するため、平時に県と医療機関
が、その機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時において、その協定に基
づいて医療を提供する仕組みなどが法定化されました。

このような背景のもと、県ではこれまでの計画を全面的に見直し、新たな「秋田県感染症予防
計画」を策定いたしました。

計画では、感染症の発生・まん延防止等にかかる基本的な方向性に加え、新たな感染症危
機の発生に備え、医療提供、検査、患者移送、宿泊療養等の体制整備や、自宅・施設内療養
への支援、関係機関との連携、人材育成、保健所体制の強化に取り組むことなどについて、数値
目標を含めて記載しています。

また、計画の背景をより深く理解できるうよう、本県における新型コロナウイルス感染症への対応
状況を詳細に整理した記録集を作成し、参考資料として添付いたしました。

感染症の発生予防・まん延防止を効果的に進めるためには、県民の皆様の御理解と御協力が
不可欠です。わかりやすい内容となるよう心掛けましたので、ぜひ、本計画書を御一読いただき、
県の感染症対策の方向性や取組について、御理解いただきたいと思います。

結びに、計画の策定にあたり、熱心に御検討をいただきました秋田県健康づくり審議会感染症
対策分科会、同分科会新興感染症部会の委員をはじめ、関係団体、秋田大学、市町村等の
関係者の皆様に対しまして、深く感謝申し上げます。

令和６年３月
秋田県知事 佐 竹 敬 久
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用語リスト

IHEAT
Infectious disease Health Emergency Assistance Teamの略。保健所等で積極的疫学調査を中心とし

た業務を支援する支援協力者の名簿に登録された者で、関係団体等を通じて募集した外部の専門職（保健

師、看護師など）。

PCR検査
（ウイルス等の）遺伝子（核酸）を特異的に増幅して検出する検査法。

秋田県健康フォローアップセンター
新型コロナウイルス感染の拡大時等において、濃厚接触者への健康観察及び健康相談体制を維持するため

に、委託事業により対応する保健師・看護師を確保した。

秋田県調整本部
新型コロナウイルス感染症対応時に県が設置。災害医療コーディネーター、患者搬送コーディネーター等

により構成し、二次医療圏を越える入院調整等を担った。

クラスター
陽性者の一群。

健康環境センター
県の保健衛生行政の科学的・技術的中核機関としての役割を担う組織。公衆衛生の向上及び推進のため、

保健所をはじめとした関係機関と連携しながら病原体の解析や試験法などの調査研究、有害物質の検出な

どの試験検査、検査技術の向上と精度確保のための研修指導、秋田県感染症情報センターとしての情報の

収集・解析・提供を行っている。

個人防護具（PPE）
Personal Protective Equipment。医療現場において、人に危険な病原体の曝露により、健康な医療従事

者が重大な疾患に感染することを防ぐために、感染経路を遮断するもの。具体的には、ガウン、手袋、マ

スク、キャップ、エプロン、シューカバー、フェイスシールド、ゴーグルなど。

新興感染症
国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新たな感染症（新型インフルエンザ等感染症、指

定感染症（当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延の

おそれがあるものに限る。）及び新感染症）

積極的疫学調査
感染症法に基づき医師が行う発生届を起点として、届出のあった感染者について、①感染源の推定（後ろ

向き調査）、②濃厚接触者の調査（前向き調査）の２つの調査を組み合わせて実施することにより、感染

拡大を防止することを主な目的とするもの。

濃厚接触者
新型コロナウイルスに感染している者と濃厚な接触を行ったことにより、感染している可能性が相対的に

高い者。濃厚な接触については、距離や時間、状況等で総合的に判断される。

パルスオキシメータ
検知器を指先や耳などに付けることで、脈拍数と血中の酸素飽和度を簡易的にモニターする医療機器。
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感染症法の対象となる感染症の分類と考え方

分類 規定されている感染症 分類の考え方

１類感染症 エボラ出血熱、ペスト、

ラッサ熱等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が

極めて高い感染症

２類感染症 結核、SARS、MERS、鳥インフ

ルエンザ（H5N1、H7N9） 等

感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が

高い感染症

３類感染症 コレラ、細菌性赤痢、

腸チフス 等

特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起

こし得る感染症

４類感染症 狂犬病、マラリア、デング熱 等 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染

症

５類感染症 インフルエンザ、新型コロナウ

イルス感染症(病原体がベータコ

ロナウイルス属のコロナウイル

ス)、性器クラミジア感染症 等

国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づ

いて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公

開していくことによって、発生・まん延を防止すべ

き感染症

（危機管理のための類型）

新型インフ

ルエンザ等

感染症

新型インフルエンザ、

再興型インフルエンザ、

新型コロナウイルス感染症、

再興型コロナウイルス感染症

l インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち

新たに人から人に伝染する能力を有することとな

ったもの

l かつて世界的規模で流行したインフルエンザ又は

コロナウイルス感染症であってその後流行するこ

となく長期間が経過しているもの

指定感染症 ※政令で指定 現在感染症法に位置づけられていない感染症につい

て、１～３類、新型インフルエンザ等感染症と同等

の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの

新感染症 人から人に伝染する未知の感染症であって、り患し

た場合の症状が重篤であり、かつ、まん延により国

民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあ

るもの

【新興感染症について】
本計画では、上記のうち、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症（当該指定感染症にかかった

場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。）及び

新感染症を総称し、「新興感染症」と表記しています。

【新型コロナウイルス感染症について】
令和２年から流行した「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」は令和５年５月８日に５類感

染症に移行しました。上記の表の５類感染症に記載している「新型コロナウイルス感染症(病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス)」がこれにあたります。

法律上は「新型インフルエンザ等感染症」の中に「新型コロナウイルス感染症」という分類が残っ

ていますが、令和５年12月現在、これに該当する感染症はありません。
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第１章 計画の概要と基本的な方向

1節 計画の概要

1. 計画策定の趣旨

l感染症の発生予防・まん延防止のための対策を講ずるに当たっては、感染症発生後の
対応だけでなく、本県の実情等を踏まえ、平時から感染症対策に計画的に取り組むこ
とが必要です。

l特に、新型コロナウイルス感染症の経験は、今後の新興感染症の発生及びまん延に備
えるため、事前に、病床、外来医療、医療人材及び感染症対策物資の確保、保健所や
検査等体制の強化、情報基盤の整備などの対策を講じておく必要性を再認識させまし
た。

lこうした背景のもと、感染症対策を総合的かつ計画的に推進するため、秋田県感染症
予防計画を策定するものです。

2. 計画の位置づけ

lこの計画は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染
症法」という。）第10条の規定に基づく感染症の予防のための施策の実施に関する計
画であり、医療法に基づく「秋田県保健医療福祉計画」や、新型インフルエンザ等対
策特別措置法に基づく「秋田県新型インフルエンザ等対策行動計画」と整合性を図り
ながら策定しています。

3. 計画策定にあたっての協議の場について

l感染症予防・まん延防止のための施策の実施に当たり、各都道府県は関係各機関の平
時からの情報共有、連携推進を目的として「都道府県連携協議会」（以下「県連携協
議会」という。）を組織するものとされ、同協議会で予防計画の協議を行うこととさ
れました。

l本県では健康づくり推進条例に基づいて設置されている健康づくり審議会に感染症
対策を専門に議論する「感染症対策分科会」が、さらには、新興感染症対策を専門に
議論する「新興感染症部会」が設置されており、また、国では既存の会議体を連携協
議会として活用しても差し支えないとしていることから、本県では既存の新興感染症
部会に構成員を追加した上で、県連携協議会の役割を担うものとしました。
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l予防計画の策定にあたっては、計画が新興感染症を含め、感染症対策全般にかかわる
ものであるため、感染症対策分科会と新興感染症部会を合同開催することにより、協
議を行いました。

※上記のとおり、本県では既存の新興感染症部会が県連携協議会としての役割を担う
ことにしたことから、本計画においては、新興感染症部会を「県連携協議会」と表
記します。

4. 計画期間と進捗管理について

l計画期間は令和６年度から11年度までの６年間とします。

l県は、県連携協議会において、予防計画に基づく取組状況を毎年度報告し、進捗管理
を行うことで、ＰＤＣＡサイクルに基づく改善を図りながら、平時より関係者が一体
となって、感染症の発生及びまん延を防止していくための取組を進めます。
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2節 感染症対策の基本的方向性

1. 基本的な考え方

(1) 事前対応型行政の構築

l感染症対策については、感染症発生後にまん延を防止する事後対応だけでなく、感染
症発生動向調査を適切に実施するための体制の整備や、「感染症の予防の総合的な推
進を図るための基本的な指針」、本計画及び特定感染症予防指針に基づく取組を通じ
て、普段から、感染症の発生及びまん延を防止することに重点を置いた事前対応型の
施策を推進することが重要です。

(2) 県民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策

l今日、多くの感染症の予防及び治療が可能となってきていることから、感染症の発生
状況、動向及び原因に関する情報を収集・分析し、その分析結果や感染症の予防・治
療に必要な情報を県民に積極的に公表する必要があります。

l県民一人ひとりにおける予防と、感染症の患者に対する良質・適切な医療、早期治療
の積み重ねにより、社会全体の予防を推進していく必要があります。

(3) 人権の尊重

l感染症対策においては、迅速かつ的確な対応と、人権侵害の防止の両方の観点を考慮
する必要があります。

l感染症の予防と患者等の人権の尊重を両立する観点から、患者の個人の意思や人権を
尊重し、一人ひとりが安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、
また、入院の措置がとられた場合には早期に社会復帰できるような環境づくりを進め
る必要があります。

l感染症に関する情報公表の際には、感染者に対して不当な差別・偏見が生じないよう
に個人情報の保護には十分に留意する必要があります。

l感染症に対する差別や偏見の解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あら
ゆる機会を通じて正しい知識の普及啓発に努める必要があります。

(4) 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

l感染症は、周囲へまん延する可能性があり、健康危機管理の観点に立ち、迅速かつ的
確な対応が求められます。そのため、感染症の発生状況等の的確な把握が不可欠であ
り、感染症の病原体の検査を含めた総合的な感染症発生動向調査体制の確立に向けて、
疫学的視点を重視しつつ、行政機関内の関係部局はもちろんのこと、関係者が適切に
連携して迅速かつ的確に対応できる体制の整備を行います。
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2. 関係機関の役割及び県民や医療者等の責務

(1) 県、保健所設置市（秋田市）及び市町村の果たすべき役割

l県及び保健所設置市である秋田市は、相互に連携して、感染症の発生予防及びまん延
の防止のための施策を実施するとともに、正しい知識の普及、情報の収集・分析及び
公表、研究の推進、人材の確保・養成と資質の向上、迅速かつ正確な検査体制の整備、
社会福祉等の関連施策との連携に配慮した医療提供体制の整備等、感染症対策に必要
な基盤を整備する責務を負います。

l県は、

} 県連携協議会において、予防計画の策定等を通じ、秋田市その他の関係者の平時
からの意思疎通、情報共有、連携の推進を図るよう努めます。

} 感染症対応が可能な専門職を含む人材の確保に平時から取り組むことに加え、他
の都道府県への人材派遣や人材の受入れ等に関する体制を構築するとともに、新
興感染症発生時には、情報の集約、自治体間の調整、業務の一元化等の対応によ
り、秋田市を支援します。

} 複数の都道府県等にわたる広域的な地域に感染症がまん延する場合に備え、近隣
の都道府県等と人や物資の移動に関する協力体制について、あらかじめ協議をし
ます。

} 新興感染症発生時において、迅速に体制を移行し、対策が実行できるよう、医療
提供体制、保健所、検査及び宿泊療養の対応能力を構築します。

l保健所は地域における感染症対策の中核的機関として、また、健康環境センターは県
における感染症の技術的かつ専門的な機関として、それぞれの役割が十分に果たされ
るよう、体制整備や人材育成等の取組を計画的に行います。

l市町村は、自宅療養者等の療養環境の整備等、県が実施する施策への協力や感染状況
等の情報提供、相談対応を通じ、住民に身近な立場から感染症の発生及びまん延の防
止を図ります。

(2) 県民の果たすべき役割

l県民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努める
とともに、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわない
ようにしなければなりません。
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(3) 医師・看護師等の医療従事者等の果たすべき役割

l医師・看護師及びその他の医療関係者は、県の施策に協力するとともに、感染症患者
等が置かれている状況を深く認識し、患者等に対する適切な説明を行い、その理解の
もとに良質かつ適切な医療を提供するよう努めます。

l病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、高齢者施設の開設者等は、施設に
おける感染症の発生予防やまん延防止のために必要な措置を講ずるよう努めます。

l医療者の養成および研修を行う教育・医療機関は、感染症に対して自らが適切な対応
ができ、県民へ正しい対応を啓発することができる医療人材の育成に努めます。

l秋田大学は、確かな専門性に根差して、先進技術を活用した感染症対応および医療者
や県民への教育啓発活動を通じて県全体をリードすることとなる感染症対応医療人
材の育成に努めます。

(4) 獣医師等の果たすべき役割

l獣医師その他の獣医療関係者は、県の施策に協力するとともに、動物由来の感染症の
予防に寄与するよう努めます。

l動物等取扱業者は、自ら取り扱う動物及びその死体が感染症を人に感染させることが
ないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物等の適切な管理その他
の必要な措置を講じます。
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第２章 基本となる感染症対策

1節 感染症の発生予防

1. 基本的な考え方

l感染症の発生予防のために日常的に行われる施策は、感染症発生動向調査が中心とな
りますが、さらに、平時における食品衛生対策、環境衛生対策等について、関係各機
関及び関係団体と連携を図りながら具体的に対策を講ずる必要があります。

2. 感染症発生動向調査

l感染症発生動向調査の実施は、感染症予防の施策の推進に当たって最も基本的な事項
です。県は、特に現場の医師に対して、感染症発生動向調査の重要性についての理解
を求め、医師会等の協力を得ながら、適切に進めていきます。

l感染症の患者や疑似症患者発生時においては、その種別に応じ、感染拡大防止のため、
迅速に対応する必要があります。そのため、医師から県等への届出については、迅速
かつ適切に行われることが求められます。

l感染症法に基づく届出の義務について、医師会等を通じて周知を行い、病原体の提出
を求めるとともに、最新の医学的知見を踏まえた感染症発生動向調査の実施方法の見
直しや、デジタル化の進展を踏まえた迅速かつ効果的に情報を収集・分析する方策に
ついての検討を推進します。

l５類感染症の定点把握感染症について、県内における患者の発生動向や病原体の検出
等の状況をより的確に把握できるよう、医師会等と連携して患者定点及び病原体定点
を担う医療機関を確保します。

l獣医師からの届出を受けた場合は、届出に係る動物又はその死体が感染症を人に感染
させることを防止するため、保健所、健康環境センター、食品衛生部門、環境衛生部
門、畜産関係部門が連携し、速やかに必要な措置を講ずる必要があります。

l感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供に加え、
感染症の発生予防・まん延防止のために極めて重要です。そのため、県は、健康環境
センターを中心に、国と協力して病原体に関する情報が統一的に収集、分析及び公表
される体制を構築します。また、健康環境センターは保健所と連携し、必要に応じて
医療機関等の協力も得ながら、病原体の収集・分析を行います。
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3. 予防接種

l予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中
で、主として感受性対策を受け持つ重要なものです。そのため、ワクチンの有効性及
び安全性の評価を十分に行いながら、ワクチンに関する正しい知識の普及を進め、県
民の理解を得つつ、積極的に推進していく必要があります。

l予防接種法に基づく定期予防接種の実施主体である市町村は、地域の医師会、医療機
関、保育所、学校等と十分に連携し、個別接種の推進及び接種率の向上に努めます。

l県においても、定期予防接種の適切な実施や接種率向上に向けて、国、市町村、医師
会等の関係機関、保育、教育関係者等と連携し、制度の円滑な運用のための情報提供
や普及啓発、市町村への支援等を行います。

l県は県内における定期予防接種の実施状況や接種率向上のための取組等の情報を集
約し、市町村に還元することなどにより、定期予防接種の効果的な実施に寄与するよ
う努めます。

【感染症発生動向調査】

l感染症発生動向調査とは、感染症の予防とまん延防止の施策を講じるため、感染症
情報を医療機関から収集しその内容を解析・公表する事業のことで、患者発生報告
と病原体検出報告から構成されています。

l全数把握対象疾患である１～４類感染症と５類感染症の全数把握対象疾患につい
ては、すべての医療機関から患者発生情報を収集し、５類感染症の定点把握対象疾
患については、定点医療機関から発生情報を収集しています。

lまた、病原体定点医療機関に対し病原体検査のための検体等の提出を依頼し、健康
環境センターにおいて検査しています。

l集計結果は、健康環境センター内に設置されている「秋田県感染症情
報センター」が公表しています。また、全国の情報は国立感染症研究
所が公表しています。

} 秋田県感染症情報センター：http://idsc.pref.akita.jp/kss/
} 国立感染症研究所：https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html
※上記のURL は令和６年３月１日現在のものです。

感染症情報センター

国立感染症研究所
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4. 関係各機関及び関係団体との連携

(1) 食品衛生対策との連携

l飲食に起因する感染症の予防や給食施設等への予防指導は食品衛生部門が主体的に、
二次感染によるまん延防止等の情報公表や指導については感染症対策部門が主体的
に実施します。これらの対策の推進にあっては、両部門が相互に連携しながら効率的
な対策を講じます。

(2) 環境衛生対策との連携

l水や空調設備、昆虫等を介する感染症の発生を予防するため、関係業種への指導、駆
除・防虫の必要性等に関する正しい知識の普及、蚊を介する感染症が流行している海
外の地域等に関する情報提供、死亡鳥類の調査等について、感染症対策部門と環境衛
生部門が相互に連携しながら対策を講じます。

l感染症を媒介する昆虫等の駆除・防虫等については、地域によって実情が異なること
から、各市町村が各々の判断で適切に実施するものとし、駆除に当たっては、昆虫等
の性質や対象となる区域の状況等を勘案した上で、過剰な消毒及び駆除とならないよ
うに配慮します。

(3) 関係機関・団体との連携

l感染症の予防を効率的かつ効果的に進めていくためには、感染症対策部門と食品衛
生・環境衛生部門等が適切に連携を図っていくことが基本となりますが、学校、企業
等の関係機関とも連携体制の構築を図ることとします。さらに県連携協議会等を通じ、
医師会等の専門職能団体や高齢者施設等関係団体等との連携体制を構築するととも
に、広域での対応に備え、国や他の都道府県との連携強化を図ります。

【感染の３大因子】

l感染症は、①病原体（感染源）、②感染経路、③宿主、の３つの要因が揃うことで
感染します。

l感染対策においては、これらの要因うち、ひとつでも取り除くことが重要です。

病原体（感染源） 感染経路 宿主

病原体：感染性を有する微生物
感染源：病原体が定着・増殖し
ている場（生物・微生物）

病原体が感染源から新たな宿主
に侵入するまでの経路（飛沫、
接触など）

病原体が感染し、新たに定着・
増殖する場

【対策】
感染源（病原体）の排除
（消毒、隔離など）

【対策】
感染経路の遮断（手洗い・換
気、マスク着用、咳エチケッ
ト）

【対策】
宿主の抵抗力の向上
（ワクチン接種など）
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2節 感染症のまん延防止

1. 基本的な考え方

l感染症のまん延防止対策の実施に当たっては、「健康危機管理の観点に立った迅速か
つ的確な対応」と「患者等の人権の尊重」の両面を重視し、県民一人ひとりの予防と、
早期治療の積み重ねにより、社会全体の予防の推進を図っていくことを基本とします。

l感染症発生動向調査による情報の公表等を行うことにより、患者等を含めた県民、医
療関係者等の理解と協力に基づき、県民自らが予防に努め、健康を守る努力を行うよ
う促します。

l入院措置や就業制限等の一定の行動制限を伴う対策（以下「対人措置」という。）を
行う場合は、患者等の人権を十分に尊重し、必要最小限のものとします。

l対人措置や、昆虫等の駆除、物件に対する措置（以下「対物措置」という。）を実施
するに当たっては、感染症発生動向調査等により収集された情報を適切に活用します。

l感染症が集団発生した場合における医師会等の専門職能団体や高齢者施設等関係団
体等との役割分担及び連携体制について、まん延の防止の観点から、あらかじめ定め
ておきます。

l複数の都道府県等にまたがるような広域的な感染症のまん延に備え、国や他の都道府
県との相互の連携体制をあらかじめ確認しておきます。

l感染症のまん延防止のため、緊急の必要があるときは、県は、予防接種法第６条に基
づく臨時の予防接種を適切に行うか、又は、適切に行われるよう市町村長に対して指
示を行います。

【図表1-2-1】 感染症に対する主な措置等 （○＝感染症法に基づく勧告や措置が可能）

類型 入院 健康診断 就業制限 立入制限 消毒・駆除

１類感染症 ○ ○ ○ ○ ○

２類感染症 ○ ○ ○ × ○

３類感染症 × ○ ○ × ○

４類感染症 × × × × ○

５類感染症 × × × × ×
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2. 検体の採取等、健康診断、就業制限及び入院

l対人措置を講ずるに当たっては、対象となる患者等に感染症の発生及びまん延に関す
る情報を提供し、その理解と協力を求めながら行うことを基本とし、人権の尊重の観
点から必要最小限のものとします。また、行政不服審査法に基づく審査請求に係る教
示等の手続*及び感染症法に基づく患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に
行います。
*入院措置等の行政処分を書面で行う場合、行政機関は相手方に対して、行政不服審査法等に基づく不服申し立ての方法
を教示する必要があります。

l検体採取措置の対象者は、１類感染症、２類感染症、新型インフルエンザ等感染症の
患者・疑似症患者・無症状病原体保有者・濃厚接触者など当該感染症にかかっている
と疑うに足りる正当な理由のある者、新感染症の所見があるか、かかっていると疑う
に足りる正当な理由のある者とします。

l健康診断の勧告等については、病原体の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、
科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由のある者を対象とします。ま
た、必要に応じて情報の公表を的確に行うことにより、県民が自発的に健康診断を受
けるよう勧奨します。

l就業制限については、対象者の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の業
務に一時的に従事することなどにより対応することが基本であり、対象者やその他の
関係者に対し、十分な説明を行い、理解を得た上で実施します。

l入院勧告を行う際は、患者等に対して、入院の理由、退院請求、審査請求に関するこ
となど、入院勧告の通知に記載する事項を含め十分な説明を行い、患者等の同意に基
づいた入院を促します。また、入院勧告等を実施した場合は、講じた措置の内容、提
供された医療の内容及び患者の病状について、患者ごとに記録票を作成する等、統一
的な把握を行います。

l入院後は、医師からの患者等に対する十分な説明とカウンセリング(相談)を通じ、患
者等の精神的不安の軽減を図るよう医療機関に要請します。

l入院勧告等に係る患者等が感染症法に基づく退院請求を行った場合は、当該患者が病
原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行います。

3. 感染症の診査に関する協議会

l感染症の診査に関する協議会については、感染症のまん延防止の観点から、感染症に
関する専門的な判断を行うことはもちろんのこと、患者等への医療や、人権の尊重の
視点も必要です。こうした趣旨を十分に考慮しながら、委員の任命を行う必要があり
ます。
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4. 消毒その他の措置

l対物措置を実施するに当たっては、可能な限り関係者の理解を得ながら実施していく
よう努めます。また、これらの措置は、個人の権利に配慮しつつ、必要最小限とどめ
るものとします。

5. 積極的疫学調査のための体制の構築

l積極的疫学調査とは、感染症などの様々な病気について、発生した集団感染の全体像
や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いることを目的とし
て、保健所等の公的な機関により行われる調査です。届出などによる「受動的」疫学
調査に対して、「積極的」疫学調査と呼ばれます。

l県は、次の場合に積極的疫学調査を行います。

①１類感染症、２類感染症、３類感染症、４類感染症もしくは新型インフルエンザ
等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合

②５類感染症の発生の状況に異状が認められる場合
③国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそ
れがある場合

④動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある
場合

⑤その他、県が必要と認める場合

l積極的疫学調査の実施に当たっては、対象者の協力を得るため、その趣旨をよく説明
し、理解を得るように努めます。１類感染症、２類感染症、新型インフルエンザ等感
染症の患者、新感染症の所見がある者が、正当な理由なく調査に応じない場合には、
指示、罰則の対象となることを、人権に配慮しつつ、あらかじめ丁寧に説明します。

l調査の実施にあたっては、保健所、健康環境センター、動物等取扱業者の指導を行う
機関等と密接な連携を図り、必要に応じて国立感染症研究所や他の都道府県の地方衛
生研究所等の協力を得ながら、地域における流行状況の把握、感染源・感染経路の究
明を迅速に進めます。

6. 関係機関及び関係団体との連携

(1) 食品衛生対策の連携

l食品に起因する感染症が発生した場合には、食品衛生部門にあっては主として病原体
の検査等を行い、感染症対策部門にあっては患者に関する情報を収集するなど、役割
分担を行い、相互に連携を図りながら、迅速に原因究明を行うものとします。



【第１部】 第２章 基本となる感染症対策

13

l病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、食品衛生部門にあっては一次感
染を防止するため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止、営業停止等の行政処分
を行います。

l感染症対策部門においては、必要に応じ、消毒等を行うとともに、感染症に関する情
報の公表、その他必要な措置を講ずることにより、二次感染による感染症のまん延防
止を図ります。

l原因となった食品等の究明に当たっては、保健所等は、健康環境センター、国立感染
症研究所等との連携を図ります。

(2) 環境衛生対策の連携

l水や空調設備、昆虫等を介した感染症のまん延防止対策を講ずるに当たっては、感染
症対策部門と環境衛生部門とが連携して対応します。

(3) 検疫所との連携

l検疫所より、検疫手続きの対象となる入国者について、１類感染症、２類感染症、３
類感染症、４類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症の病原体の
保有が明らかになったこと、又は、入国者の健康状態の異常を確認したことについて
報告があった場合は、検疫所と連携し、感染症のまん延防止のために必要な措置を講
じます。

(4) 関係機関・団体との連携

l感染症対策部門は、感染症の集団発生や原因不明の感染症が発生した場合にも迅速な
対応ができるよう、食品衛生部門、環境衛生部門、動物衛生部門等の関係部局並びに
国や国立感染症研究所及び他の都道府県や医療関係団体等との連携体制を構築して
おきます。
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3節 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究

1. 基本的な考え方

l感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであり、感染症及び病原
体等に関する調査及び研究は、感染症対策の基本となるものです。

l感染症の病原体等に関する情報の収集、分析及び公表は、患者に関する情報と並び、
感染症発生動向調査の言わば「車の両輪」として位置付けられます。そのため、患者
情報と病原体情報が迅速かつ総合的に分析され、公表できるようにしていくことが重
要です。

2. 情報の収集、調査及び研究の推進

l情報の収集、調査及び研究の推進に当たっては、保健所及び健康環境センターが本庁
の関係主管部局と連携を図りつつ、計画的に取り組みます。

l保健所は、地域における感染症対策の中核的機関との位置付けから、感染症対策に必
要な情報の収集、疫学的な調査及び研究を健康環境センターとの連携のもとに進め、
地域における総合的な感染症の情報発信拠点としての役割を果たします。

l健康環境センターは、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関として、国立感
染症研究所や大学等研究機関、他の地方衛生研究所、検疫所、県の関係部局及び保健
所との連携のもと、感染症及び病原体等の調査、研究、試験検査、情報等の収集・分
析・公表の業務を通じ、感染症対策において重要な役割を果たします。

l調査及び研究については、地域に特徴的な感染症の発生動向や対策等、地域の環境や
感染症の特性等に応じた取組が重要です。そのため、その取組に当たっては、疫学的
な知識及び感染症対策の経験を有する職員の活用や他の試験研究機関との連携・情報
共有が求められます。

l感染症の発生届及び積極的疫学調査に関する情報を迅速かつ効率的に収集するため、
電磁的方法による届出等ICTの活用を促すとともに、収集した様々な情報について、
個人を特定しないようにした上で分析し、感染症対策の推進に活用します。

3. 関係機関及び関係団体との連携

l感染症及び病原体等に関する情報の収集にあたっては、医師会等の医療関係団体、民
間検査機関等と連携を図りながら進めます。

l特別な技術が必要とされる検査については、健康環境センターが、国立感染症研究所、
大学の研究機関等と連携を図りながら実施します。
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4節 医療提供体制の整備

1. 基本的な考え方

l近年の医学・医療の著しい進歩により、多くの感染症について治癒やコントロールが
可能となっている状況を踏まえ、感染症の患者に対して早期に良質かつ適切な医療を
提供し、重症化を防ぐとともに、病原体の感染力を減弱・消失させることにより、感
染症のまん延を防止することを基本とします。

l医療現場においては、感染症に係る医療は特殊なものではなく、まん延防止を担保し
ながら一般の医療の延長線上で行われるべきであるとの認識のもと、第一種感染症指
定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関等においては、

① 感染症の患者に対しては、感染症のまん延の防止のための措置をとった上で、
できる限り感染症以外の患者と同様の療養環境において医療を提供すること

② 通信の自由が実効的に担保されるよう必要な措置を講ずること
③ 患者がいたずらに不安に陥らないように、十分な説明及びカウンセリング（相
談）を患者の心身の状況を踏まえつつ行うこと

等により、良質かつ適切な医療を提供します。

l結核指定医療機関においては、患者に薬物療法を含めた治療の必要性について十分に
説明し、理解及び同意を得て治療を行います。

l第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、
第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関は、その機能に応じて、それぞれの役
割を果たすとともに、相互の連携体制や、国立感染症研究所等との連携体制を構築し
ます。

【協定指定医療機関】

l県は、平時に新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応にかかる
病床確保や発熱外来等の項目について協定（医療措置協定）を締結することになり
ました。

l協定を締結した医療機関は、感染症法に基づき、次のとおり指定されます。

} 第一種協定指定医療機関：病床を確保する医療機関
} 第二種協定指定医療機関：発熱外来・自宅療養者等へ医療提供を行う医療機関
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2. 感染症にかかる医療提供体制

（第一種感染症指定医療機関）

l県では、主として１類感染症、２類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の
入院を担当させる医療機関として、開設者の同意を得て、第一種感染症指定医療機関
を指定しています。

（第二種感染症指定医療機関）

l県では、２類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療
機関として、開設者の同意を得て、第二種感染症指定医療機関を指定しています。

l第二種感染症指定医療機関は、国の配置基準では、二次医療圏ごとに原則として１か
所指定することとされていますが、本県においては、地理的条件や交通事情等も考慮
しながら指定しています。

【図表1-2-2】 感染症病床一覧
種 類 医療圏 医療機関 病床数

第一種感染症指定医療機関 秋田大学医学部附属病院 ２床

第二種感染症指定医療機関 県北 大館市立総合病院 ２床

かづの厚生病院 ２床

北秋田市民病院 ４床

能代厚生医療センター ４床

県央 秋田厚生医療センター ２床

市立秋田総合病院 ４床

由利組合総合病院 ４床

県南 大曲厚生医療センター ４床

市立横手病院 ４床

雄勝中央病院 ４床

合 計 （第一種：1医療機関、第二種：10医療機関） ３６床
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（その他の感染症にかかる医療提供のための体制）

l感染症患者に係る医療は、感染症指定医療機関のみで提供されるものではなく、最初
に診察を受ける医療機関は一般の医療機関であることも多くあります。そのため、一
般医療機関において感染症患者に良質かつ適切な医療が提供されるよう、県医師会、
病院協会等の医療関係団体との連携を図ります。

l１類感染症、２類感染症等であって、国内に病原体が常在しないものについて、国内
で患者が発生するおそれが高まる場合には、県が当該感染症の外来診療を担当する医
療機関を選定するとともに、保健所は当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導する
など初期診療体制を確立することにより、地域における医療提供体制に混乱が生じな
いようにします。

l本県でも、観光やビジネス等における海外との交流の活発化により、国内未発生の１
類感染症等が海外から持ち込まれ、本県で発生するリスクは以前にも増して高まって
います。県では、平時から感染症指定医療機関や関係機関との連携体制の構築、発生
時に備えた訓練や感染防止資機材の整備などにより、患者の受入れ、院内感染防止、
医療提供を円滑かつ安全に行えるよう、感染症指定医療機関をはじめとする医療機関
の体制強化を推進します。

l一般の医療機関においても、国や県等から公表される感染症に関する情報を積極的に
把握し、医療機関内において感染症のまん延を防止するために必要な措置を講ずると
ともに、感染症の患者を差別的に取扱うことなく、良質かつ適切な医療を提供するこ
とが求められます。

3. 関係機関及び関係団体との連携

l感染症の患者に対して良質かつ適切な医療が提供されるよう、感染症指定医療機関に
対し、国及び県は、それぞれの役割分担に基づき、必要な指導を積極的に行います。

l特に保健所においては、感染症指定医療機関や地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、
看護協会等の医療関係団体等と緊密に連携しながら感染症対策を推進します。

l県は、医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体との連携を通じ、感染症の患者
を最初に診察することが多い一般の医療機関と有機的な連携を図ります。
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5節 感染症に関する啓発及び感染症患者等の人権の尊重

1. 基本的な考え方

l県及び市町村においては、適切な情報の公表、正しい知識の普及を行うことが、また、
医師等においては、患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが、
さらに県民においては、感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、
患者等が差別を受けることがないよう配慮していくことが重要です。

l感染症のまん防止のための措置を行うに当たっては、患者等の人権を十分に尊重する
ことが必要です。

2. 感染症に関する啓発に関する方策

l診療、就学、就業、交通機関や施設の利用等のあらゆる場面を活用し、患者等への差
別や偏見の解消、正しい知識の普及のため、パンフレットや教材の作成・配布、キャ
ンペーンや各種研修会の実施、感染症にり患した者の職場への円滑な復帰又は再登校
のための取組に加え、相談機能の充実やインターネット、広報誌による情報提供等、
住民への普及啓発を推進します。

l保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症についての情報提供、
相談等のリスクコミュニケーションを行います。

3. 感染症患者等の人権の尊重のための方策

l患者等のプライバシーを保護するため、県は、医師が知事等へ感染症患者に関する届
出を行った場合には、状況に応じて、患者等へ当該届出の事実等を通知するよう徹底
を図ります。

l対人措置及び対物措置を行う場合は、患者等に対しての十分な説明と同意に基づくこ
とを原則とし、患者等に不利益が生じることのないよう、その措置は必要最小限とし
ます。また、行政不服審査法に基づく審査請求に係る教示等の手続及び感染症法第20
条第６項に基づく患者等が意見を述べる機会の付与を厳正に行います。

l報道機関においては、常時、的確な情報を提供することが重要です。県は、個人情報
に注意を払い、感染症に関し誤った情報や不適当な報道がなされたときには、速やか
にその訂正がなされるよう、報道機関との連携を平時から密接に行います。
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6節 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供

1. 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供

l感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要がある場
合は、感染症の患者の病状、患者数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案し、
当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医
師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ
的確な対策が講じられるよう努めます。

l緊急時には、必要に応じて国から感染症法に基づく指示を受けるとともに、新感染症
の患者の発生や生物テロが想定される場合等は、職員や専門家の派遣等の支援を要請
し、迅速かつ的確な対策を講ずるものとします。また、国から協力要請があった場合
には、必要な協力を行うものとします。

2. 緊急時における国との連絡体制

l感染症法第12条に規定する感染症の発生状況について国への報告を確実に行うとと
もに、特に新感染症への対応を行う場合その他感染症への対応について緊急と認める
場合は、必要に応じ、国立感染症研究所等にも助言を求めるなど、国との緊密な連携
のもと、適切に対応します。

l検疫所から１類感染症の患者等を発見した旨の報告を受けた場合には、検疫所と連携
し、同行者等の追跡調査や健康診断等を実施するなど、必要に応じ、地域でのまん延
防止に必要な措置を行います。

l緊急時に国からの連絡を迅速かつ確実に受けられる体制を整備するとともに、県内で
患者が発生した場合は、詳細に情報を収集し、国に情報提供するものとします。

3. 緊急時における市町村や隣県との連絡体制

l県と市町村は緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案し必要に応じて、
相互に応援職員、専門家の派遣等を行うとともに、消防機関に対して、感染症に関す
る情報等を適切に提供します。

l県から関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情報を提供するとと
もに、県と保健所設置市である秋田市において緊急時における連絡体制を整備します。

l複数の市町村にわたり感染症が発生した場合で緊急を要するときは、県は市町村に対
し統一的な対応方針を提示するなど、感染拡大防止の観点から、指導的な役割を果た
します。
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l県は、複数の都道府県にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、
関係する都道府県で構成される対策連絡協議会を設置する等の連絡体制を強化し、感
染症の拡大防止に努めます。

4. 緊急時における情報提供

l緊急時においては、県民に対して、感染症の患者の発生状況や医学的知見など県民が
感染予防等の対策を講ずる上で有益な情報を、パニック防止という観点も考慮しつつ、
可能な限り提供するよう努めます。この場合、情報提供媒体を複数設定し、理解しや
すい内容で情報提供を行います。
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7節 感染症予防の推進に関するその他の重要事項

1. 施設内感染の防止

l県は、病院、診療所、社会福祉施設等において感染症が発生・まん延しないよう、最
新の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は
管理者に適切に提供します。

l施設の開設者及び管理者は、提供された感染症に関する情報に基づき、必要な措置を
講ずるとともに、普段から施設内の患者及び職員の健康管理を進めることにより、感
染症が早期発見されるように努めます。

l医療機関においては、院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止に努めるととも
に、実際に取った措置等に関する情報について、県や他の施設に提供することにより、
その共有化を図るよう努めます。

l県は、施設内感染に関する情報や研究の成果及び講習会・研修に関する情報を、医師
会等の関係団体等の協力を得つつ、病院、診療所、社会福祉施設等の現場の関係者に
普及し、活用を促します。

2. 災害防疫

l災害発生時の感染症の発生予防・まん延防止の措置は、生活環境が悪化し、被災者の
病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件下に行われるものであるため、迅速かつ
的確に所要の措置を講ずる必要があります。その際、保健所等を拠点として、迅速な
医療機関の確保、防疫活動、保健活動等を実施します。

l特に、避難所における感染対策を講ずる必要があるため、平時から、災害時感染制御
支援チーム（DICT）や災害支援ナース等との連携した活動について検討を行います。

3. 薬剤耐性対策

l県は、「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」に基づき、医療機関において、薬剤
耐性の対策及び抗菌薬の適正使用が行われるよう、適切な方策を講じます。
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第１章 新型コロナウイルス感染症における対応と課題

1節 新型コロナウイルス感染症の経験

令和２年１月に、国内で初めての新型コロナウイルス感染者が確認されて以降、本県
でも、県民はもとより、行政、医療関係者、事業者など、県を挙げて感染予防・まん延
防止、医療提供体制や検査体制、宿泊療養体制の整備などに取り組んできました。

【参考】 新型コロナウイルス感染症対応における主な出来事と取組

令和 2年 1月16日 国内初の感染公表
2月 7日 あきた帰国者・接触者相談センターを設置

（令和 2年 10 月に「あきた新型コロナ受診相談センター」に名称変更）
3月 6日 秋田県内初の感染公表
3月26日 秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部設置
3月27日 秋田県新型コロナウイルス感染症対策協議会設置

秋田県新型コロナ対策 LINE 公式アカウント開設
4月 7日 国緊急事態宣言発令（4月 16 日に対象を全国に拡大。5 月 25日に解除）

５月 1日 秋田県宿泊療養施設稼働

5月15日 一部の市で、帰国者・接触者外来の設置を開始
（令和 3年度に「地域外来・検査センター」に名称変更）

7月30日 民間事業者に検体搬送を委託
８月 1日 秋田県コロナ医療支援チーム（ACOMAT）活動開始
9月15日 秋田県診療・検査医療機関指定要領施行
10月 1日 秋田県健康フォローアップセンターを設置
10月28日 秋田県誹謗中傷防止共同宣言（20団体）

令和 3年 2月19日 県内ワクチン先行接種開始
11月30日 オミクロン株国内初確認
12月24日 ＰＣＲ等検査無料化事業実施

民間事業者に患者搬送を委託
令和 4年 1月13日 秋田県内初のオミクロン株確認公表

1月21日 自宅療養開始（パルスオキシメーター貸出、食料品配付、健康観察の実施）
4月 1日 秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部保健医療対策部設置
7月24日 リモートによる積極的疫学調査開始
8月11日 秋田県感染拡大警報発令／検査キット配付・陽性者登録センター稼働
9月26日 全数届出の見直し（総合案内窓口設置）
12月 7日 県独自の「医療ひっ迫宣言」を発令

令和 5年 5月 8日 新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行
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【図表2-1-1】 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移

出典：県感染症特別対策室調べ

4 月 7 日

緊急事態

宣言発令

（国）

2 月 19 日

ワクチン

先行接種

開始(県)

1 月 19 日

自宅療養

開始(県)

第１波 第２波 第４波 第５波

第６波

第７波

第８波

第３波

（R2） （R3） （R4） （R5）

累計感染者数

203,791 人

（R2.3.1～R5.5.8）



【第２部】 第１章 新型コロナウイルス感染症における対応と課題

25

2節 新型コロナウイルス感染症における対応と課題

1. 医療提供体制

(1) 病床の確保と入院調整

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l当初は第二種感染症指定医療機関の感染症病床で対応していましたが、感染者の急増
により、感染症指定医療機関のみでは対応できなくなりました。そのため、令和２年
８月、重症度に応じた必要病床数を算出した病床確保計画を作成し、病床数の多い病
院を中心に計画に基づく病床の確保を求めました。計画の中では、感染状況に応じた
４つのフェーズを定めました（その後、フェーズを６段階に見直し）。

l妊婦、精神疾患患者、人工透析患者等の特に配慮が必要な患者については、専用の病
床確保は求めませんでしたが、確保病床を有する病院の中で、各診療科を設置してい
る病院への入院調整を行い対応しました。

【図表2-1-2】 新型コロナウイルス感染症の対応フェーズ・病床数・病床使用率の推移

出典：県感染症特別対策室調べ
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l入院治療が必要な患者を適切な医療機関に入院させるため、夜間や休日を含め、24時
間体制で保健所及び県調整本部において入院先の調整を行いました。

l入院調整にあたっては随時、受入病床情報をデータにより医療機関、保健所及び調整
本部の関係者で共有しました。

l当初は県調整本部の調整員が主体となって入院先の調整を行いましたが、株の変化や
感染者及び入院患者数の増加に伴い、療養先を一元的に調整できる秋田県コロナ医療
支援チーム（ACOMAT）が行うことになりました。その後、社会福祉施設等のクラ
スター発生数の増加や高齢者の入院者数増加により、秋田県医師会の入院調整を経て、
入院調整の業務を民間業者に委託しました。

【図表2-1-3】 入院調整の対応の経過と実績

出典：県感染症特別対策室調べ

○課題○

l特定の病院に入院の受け入れが割り当てられ、一部の病院に負担が集中しました。

l高齢者等で、感染症が治癒しても機能回復が不十分で退院できない事例が多く、それ
が病床ひっ迫の一因となりました。

lまん延期には、地域のバランスを考えた迅速かつスムーズな調整が困難となりました。
また、地域の病床のひっ迫から、圏域を越えて対応する事例が発生し、患者や移送担
当者にとって負担となりました。

l患者が急増した局面においては、通常医療に支障を来すことがありましたが、県全体
の通常医療を維持するための調整の仕組みがありませんでした。

ACOMAT 医師会 対策本部 委託

769件 1,022件 349件 39件
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(2) 発熱外来（診療・検査医療機関）

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l令和２年３月に県内で初の新型コロナウイルス感染症患者が確認された後、初期の外
来医療体制として｢帰国者・接触者外来｣を二次医療圏に１か所以上設置し、感染者へ
の対応を行いました。また、令和２年10月から、新型コロナウイルス感染症の診療を
担う「診療・検査医療機関」の指定を開始するとともに、協力金の支給や設備整備へ
の支援などにより、その拡大を図りました。

l県内10市において、仮設診療所を設置し、新型コロナウイルス感染症の診療を担いま
した。

l感染者が拡大した夏休みや年末年始において、県や秋田市がドライブスルー型の臨時
発熱外来を複数日運営し、外来医療を支援しました。

l令和４年８月に重症化リスクが低い軽症者を対象とした「検査キット配付・陽性者登
録センター」を開設し、有症状者の自己検査や自宅療養を促しました。

【図表2-1-4】 保健所管轄区域ごとの診療・検査医療機関数の推移
（単位：機関）

出典：県感染症特別対策室調べ

○課題○

l診療所においては、一般患者と新型コロナ患者の動線を分離することが困難であるこ
とや、もともと職員数が少なく感染により数名が欠勤すると運営できなくなること、
感染対応に必要な情報や示唆が得られないなどの理由から、診療・検査医療機関とし
ての協力が得られにくく、一部の医療機関に負担が集中しました。

l仮設診療所の開設にあたり、場所の選定、施設管理者の確保、必要な設備の確認等に
時間を要しました。

l無症状又は軽い症状で受診する人が多く、診療・検査医療機関がひっ迫する要因の一
つになりました。

集計時点 大館
北秋

田
能代

秋田

中央

秋田

市

由利

本荘
大仙 横手 湯沢 合計

R2.10.29 （初回指定） 16 1 24 12 53 22 22 25 9 184

R3.1.22 （第３波） 17 3 36 10 79 27 28 34 13 247

R3.6.15 （第４波） 17 2 35 10 86 26 27 35 13 251

R3.9.30 （第５波） 18 3 35 10 92 25 28 36 13 260

R4.3.3 （第６波） 26 8 35 11 97 26 30 37 13 283

R4.8.29 （第７波） 27 9 38 13 105 28 34 37 12 303

R5.1.5 （第８波） 30 10 40 14 113 28 36 38 13 322

R5.5.7 （5類以降直前） 33 10 40 14 116 28 36 37 14 328
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(3) 自宅療養者等に対する医療の提供（高齢者施設等を含む）

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l当初は、新型コロナウイルス感染症の患者は入院治療が前提となっていましたが、感
染者が急拡大したことに伴い、令和４年１月に自宅療養を導入しました。

l自宅療養者の健康観察については、フォローアップセンターの設置に加え、患者自ら
健康状態をスマートフォンで入力する「MyHER-SYS（マイハーシス）*」を活用しま
した。また、一部の地域では、郡市医師会の協力により、医師等による健康観察が行
われました。自宅療養患者の症状が悪化した場合には、看護師等が電話で相談対応す
る体制を整備しました。
* My HER-SYS(マイハーシス)：陽性者本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理
システム。

l各関係団体に支援することにより、自宅療養者を対象とした電話診療、訪問看護及び
薬剤交付を行うネットワーク体制の整備を促進しました。

l高齢者施設等の社会福祉施設においても、軽症者は施設内療養としました。最大で１
日あたり1,600人が施設内療養をし、施設の配置医師や看護職員等が対応しました。

l宿泊療養施設においては看護師が常駐し、さらに症状悪化時に備え、医師がオンコー
ル体制で対応しました。入院が必要と判断された場合は、県調整本部及び患者所在保
健所に情報が共有されました。当初、救急搬送を除き、宿泊療養施設への搬送は原則
として患者居住地の保健所が行いましたが、その後、患者搬送を外部委託しました。

【図表2-1-5】 療養の場所別療養者数の推移

出典：県感染症特別対策室調べ

図３ 療養の場所別療養者数の推移
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○課題○

l高齢者施設等の社会福祉施設においては、特に小規模な施設において感染予防策や利
用者・職員の健康観察が不十分なケース、施設内療養の理解を得ることが困難なケー
スがありました。また、医療との連携が不十分な施設が多く、入院要請が増加して医
療ひっ迫の一因になったほか、施設内療養において、適切な対応が行われないケース
がありました。

l自宅療養中の体調悪化時において、診療所の医師が点滴が必要であると判断しても、
点滴を実施する場所が確保できず、保健所に病院での実施調整が依頼されるケースが
ありました。そうした場合、病院では入院により対応しましたが、その結果、真に入
院が必要な方の入院調整に時間を要しました。

l自宅療養者数は療養者数全体の９割を占めていましたが、自宅療養支援は住民に身近
な存在である市町村単位の現場レベルでの取組が求められます。感染症法の改正によ
り、健康観察等について県が市町村に協力を求めることが可能になったので、今後は
自宅療養支援に係る協力体制の構築について、各市町村と協議する必要があります。

(4) 後方支援

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l入院が必要な患者の多くは高齢者であり、感染症の症状から回復しても入院が長期化
するケースが多く見られたため、令和３年６月、回復した患者を受け入れる後方支援
医療機関を整備しました。

l令和４年度には、協力金の支給を開始し、後方支援医療機関の拡大を図りました。

【図表2-1-6】 後方支援医療機関数、後方支援病床数の推移

○課題○

l新型コロナウイルス感染症による入院患者について、国では科学的知見に基づき、陰
性が確認されなくても退院を可能とする一定の基準を示しておりましたが、陰性が確
認されていない患者の受け入れへの不安や負担感等から、協力金の支給前後において
も後方支援医療機関数の大幅な増加は見られなかったほか、協力する意向を示した後
方支援医療機関における実際の受け入れにおいても、陰性が確認されていない方等の
受け入れに難色を示すケースがあり、転院が円滑に進みませんでした。

協力金支給前

（R4.8.5)

協力金支給後

（R5.1.18）

後方支援医療機関数 14 機関 16 機関

後方支援病床数 53 床 86 床
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lなお、これには新型コロナウイルスの特性等への理解が、医療機関においても十分で
はなかったことも背景にあったと考えられます。

lまた、後方支援医療機関が受け入れた後においても、退院先が決まらず、入院が長期
化する傾向がありました。

(5) 人材派遣

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l県内の災害医療従事者と感染症医療従事者により、秋田県コロナ医療支援チーム
（ACOMAT）を組織し、社会福祉施設等でクラスターが発生した場合において、実
地又は電話等により、主に感染制御面での支援を行いました。

l医療機関等でクラスターが発生し、通常の業務継続が困難になった場合に備え、他の
医療機関等から看護師を派遣する体制を整備しました。

l日本看護協会と秋田県看護協会が協定を締結し、県外に看護師を派遣する仕組みを設
けました。

【図表2-1-7】 ACOMAT派遣実績

※R4年度は実地指導・電話指導のどちらも行っているケースがあるため、派遣先種別の合計と一致しない。

【図表2-1-8】 看護職員の派遣実績

※派遣元医療機関数は延べ数

年度

（派遣先種別） （対応別）

医療機関 高齢者

施設等

その他 合計 実地 電話 合計

Ｒ２年度 3件 1件 1件 5件 5件 0件 5件

Ｒ３年度 2件 20 件 2件 24 件 24 件 0 件 24 件

Ｒ４年度 16 件 72 件 1 件 89 件 84 件 54 件 138 件

（県内派遣） （県外派遣：大阪府、北海道、宮城県）

派遣先

医療機関数

派遣元

医療機関数
派遣人数

派遣先

医療機関数

派遣元

医療機関数
派遣人数

Ｒ２年度 1 施設 3 施設 4人 2施設 2 施設 2 人

Ｒ３年度 0 施設 0 施設 0人 1施設 2 施設 2 人

Ｒ４年度 2 施設 5 施設 8人 0施設 0 施設 0 人
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○課題○

l ACOMATは、クラスター発生当初に施設で指導に当たる保健所が感染制御において
医療支援チームの介入が必要と判断した場合に、県に要請して派遣される仕組みでし
たが、要請があった時点では感染が拡大しているケースが多い状況でした。また、今
後、派遣される医療従事者の増加や、災害派遣医療チーム（DMAT）、災害派遣精神
医療チーム（DPAT）、災害時感染制御支援チーム（DICT）、災害支援ナースなど、
様々な組織による協力が得られることになった場合において、いかにして派遣調整を
行うか、また、派遣先での指導の標準化を図るかが課題となります。

lまん延期においては、多数の医療機関等から業務継続支援を目的とした医師、看護師
等の派遣要請がありましたが、派遣元となる医療機関における対応が優先され、派遣
できる職員が不足しました。

l県内にも感染症専門医療者は一定数存在するものの、自施設での業務にかかる負担が
大きく、県全体としてその専門性を十分に有効活用することができませんでした。
ACOMATについても、まん延期においては各メンバーが自施設での対応に追われ、
派遣が困難となりました。

(6) 個人防護具の調達

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l新型コロナウイルス感染症の発生初期の段階において、個人防護具（PPE）の世界的
な需要が高まり、不足が顕在化したため、国は都道府県を通じた医療機関への無償の
プッシュ型配布を実施しました。さらに、県は新型インフルエンザ用として備蓄して
いた個人防護具（PPE）を必要に応じて医療機関へ供給しました。

l発生中期の段階以降は、国の交付金を財源とした県の補助事業により、医療機関で使
用する個人防護具（PPE）の購入費用に係る支援などを行いました。

l医療機関でもPPEの購入や確保に取り組み、現場備蓄として、PPEを一定量を保有す
るに至りました。

○課題○

l特に新型コロナウイルス感染症発生初期において、個人防護具（PPE）の需要が急増
し、入手困難となったため、平時から一定の備蓄を行うよう医療機関等に働きかける
必要があります。
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2. 検査体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l本県では、平成21年の新型インフルエンザの流行を踏まえ、健康環境センターに自動
核酸精製装置（PCR検査前処理を自動化する装置）の導入を進めていたことなどから、
発生初期から比較的多くの検体を処理する体制が整備されていました。新型コロナウ
イルス感染症の流行が始まって以降は、更に検査需要が拡大したため、令和２年度か
ら３年度にかけて、PCR検査装置及び自動核酸精製装置のほか、フリーザーや滅菌器
などの検査関連設備を追加で整備しました。

l令和２年３月から新型コロナウイルスのPCR検査が保険適用となったことから、検査
機関を秋田県総合保健事業団に拡大しました。これにより、医療機関から検査業務を
受託することが可能になり、検査設備未設置の医療機関でも外部委託により外来患者
を検査する体制が整備されました。

l令和２年５月に秋田県総合保健事業団、同年９月に秋田大学医学部附属病院との間に
検査業務委託契約を締結し、感染者の増加により積極的疫学調査の対象者（濃厚接触
者等）が健康環境センターの検査対応能力を上回るレベルまで増加した場合にも必要
な検査を実施できる体制を整備しました。

l検体の健康環境センターへの搬送が保健所業務を圧迫する事態となったため、令和２
年７月に民間会社へ検体搬送業務を委託し、各保健所からの検体を委託により搬送す
る体制を整備しました。

l新たな変異株の発生等を探知するため、陽性者の検体の一部を国立感染症研究所に送
付し、ゲノム解析を実施しました。しかし、令和３年９月に国立感染症研究所におけ
るゲノム解析の受付が停止となり、自治体主体でのゲノム解析の実施が求められたこ
とから、民間検査機関や秋田大学医学部附属病院と連携して対応にあたりました。

lWEB会議や業務情報の共有ができるよう、健康環境センターにデジタル環境の整備
を行い、業務のICT化を促進しました。

l感染の拡大に伴い検査件数が急増しましたが、医療機関において抗原定量検査やPCR
検査を実施できる体制整備が進んだほか、抗原定性キットが普及したことにより、多
くの検査が医療機関等において実施されました。
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【図表2-1-9】 検査件数（抗原定性キット、PCR等を含む）の推移

出典：県感染症特別対策室調べ

○課題○

l総合保健事業団に技術指導し、検査が実施可能になった後も、保健所からの検査の振
り分けの仕組みがなく、総合保健事業団で実施可能な検査が健康環境センターに依頼
される状況が続きました。

l健康環境センターにおいては、新型コロナの検査の実施を最優先としたため、その他
の行政検査、感染症に関する調査研究及び感染症情報センター業務が十分にできない
状況でした。

l感染者が急増した局面においては、健康環境センターにおける検査能力が限界に達し、
保健所で濃厚接触者を特定できたとしても、検体採取まで数日待ってもらうケースが
多発しました。

l濃厚接触者から採取した検体の搬送方法について、全県における統一したマニュアル
がなく、健康環境センターにおいて検査対象者のリストと搬送された検体の照合が困
難なケースがありました。

l検査試薬などの消耗品に対する需要が急増し、入手できない時期がありました。
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3. 移送体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l新興感染症発生時において、県は患者等を感染症指定医療機関へ移送することとされ
ているため、県では従来、感染症用の搬送車を３台保有していました。

l発生初期において、患者の搬送は主に保健所が担いましたが、従来の台数では対応で
きなかったため、９台を追加購入し、各保健所及び本庁に配備しました。

l患者数の急増により保健所業務がひっ迫したため、令和３年４月からは宿泊療養施設
の患者移送を、さらに、同年12月からは保健所の患者移送の一部を業務委託しました。

l症状が急変したケースや重症者については、消防機関による救急搬送となるケースが
多くありました。

【図表2-1-10】 新型コロナウイルス感染症対応時の移送対応

※上記の対応を原則としつつも、令和4年1月以降は感染者が急増したため、自宅等から医療機関への軽症者の搬送においても、
救急搬送となるケースが多かった。

○課題○

l発生初期においては、個人防護具の入手が困難となり、一部の消防機関では適切な感
染防御ができないまま感染者を搬送せざるを得ない状況が生じました。

l消防機関においては、発熱患者数の増加による搬送依頼数が増加する中、病床ひっ迫
により、受入医療機関の調整がつかないことなどによる搬送困難事例が発生する時期
がありました。そのため、医療機関への搬送に至らず、自宅療養を継続せざるを得な
いケースがありました。

l救急搬送にて医療機関受診後、入院不要と判断された患者が自力歩行不可の場合など、
帰宅搬送手段の確保が困難なケースがありました。

l保健所による搬送においては、患者増加時には、搬送に従事する職員の不足に加え、
保健所の搬送車両では患者を横たわった状態で搬送できないなどの制限があり、患者
搬送に困難を来しました。

区分 新型コロナウイルス感染症における移送対応

自宅

⇒医療機関

発生初期 軽症者は保健所が移送
重症者は救急搬送

R3.12～ 軽症者は民間委託又は保健所が移送

宿泊施設

⇒医療機関

発生初期 保健所が移送

R3.4～ 民間委託

医療機関

⇒医療機関（後方支援医療機関等）

医療機関又は保健所

※後方支援医療機関への移送は症状が落ち着いている場合が多い。
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4. 宿泊療養体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l新興感染症の患者については、入院医療が前提となっていましたが、感染者の増加に
伴い、重症者を優先する医療体制への移行が必要になったため、令和２年５月に宿泊
療養施設を開設しました。

l当初は県央部に１施設・16室でしたが、県南、県北部への設置に加え、県央には複数
の施設を設置し、最大で５施設・415室となりました。また、最大で169名/日が宿泊
療養施設において療養しました。

l宿泊療養施設の利用対象者は、①入院基準に該当しないが、症状や年齢、基礎疾患等
の状況により健康観察の必要性が高いと医師が認める者、②重症化リスクが高い陰性
の同居者がいる者、③妊娠中の同居者がいる者、④陰性の同居者（重症化リスクが高
い者を除く。）がおり、宿泊療養施設への入所を希望する者（ただし、宿泊療養施設
の稼働状況に応じて調整する。）としました。

【図表2-1-11】 宿泊療養施設数及び居室数の推移
（単位：施設、室）

出典：県感染症特別対策室調べ

○課題○

lウイルスの特性が不明な段階において、宿泊療養施設を民間施設に拡大した際には、
施設で対応する医療人材の確保に加え、開設に際し、施設関係者や近隣住民への説明
に時間を要しました。

l消毒・清掃などのスケジュールの関係上、確保居室数に対する稼働率は約５割程度に
とどまりました。

l災害時において被災者が感染した場合や、他県からの出張者が感染した場合等におい
ても宿泊療養施設を利用する場合があるため、そうした利用者の発生も考慮した体制
整備が必要です。

R2.5～ R2.10～ R3.2～ R3.3～ R3.6～ R3.9～ R3.12～

施設 居室 施設 居室 施設 居室 施設 居室 施設 居室 施設 居室 施設 居室

県央 1 16 1 37 2 49 2 142 3 304 3 304 3 304

県北 - - - - - - - - - - - - 1 20

県南 - - - - - - - - - - 1 91 1 91

計 1 16 1 37 2 49 2 142 3 304 4 395 5 415
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5. 自宅・施設内療養の支援体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l自宅療養者の健康観察は、当初は保健所が行っていましたが、感染者数の増加に伴い、
フォローアップセンターへの委託に加え、陽性者本人等がスマートフォンやパソコン
等で自身や家族の健康状態を入力する「MyHER-SYS（マイハーシス）」を活用しま
した。また、一部の地域では、郡市医師会の協力により、医師等による健康観察が行
われました。自宅療養患者の症状が悪化した場合には、看護師等が電話で相談対応す
る体制を整備しました。

l外出自粛に伴い、物資の入手が困難となる方に対しては、日用品や食料等の配送を行
いました。また、安心して自宅療養ができるよう、血中酸素濃度を測定する「パルス
オキシメータ」の貸し出しを行いました。

l高齢者施設等の社会福祉施設でクラスターが発生した場合においては、管轄する保健
所からの要請に基づき、秋田県コロナ医療支援チーム（ACOMAT）を派遣し、感染
制御にかかる指導等を行いました。また、施設で感染者が発生した場合のかかり増し
経費及び施設内療養に対する補助や業務継続支援のための介護人材派遣等を行いま
した。

○課題○

l感染の急激な拡大に伴い、自宅療養者が急増し、健康観察の必要性が増加する中、健
康観察の外部委託が進まず、保健所業務がひっ迫するケースがありました。

l自宅療養者に対しては、健康・医療面における対応だけでなく、生活支援が必要とな
ります。さらに、一人暮らしの高齢者で聴覚障害がある方など個別対応が必要なケー
スもあります。自宅療養者の生活支援については、必要に応じて市町村に協力を求め
ることができるので、今後は協力体制の構築について各市町村と協議する必要があり
ます。

l自宅療養者に対する物資の配送においては、感染者の急増により、物資到着までに相
当な時間がかかった時期がありました。

l要介護状態の高齢者がいる世帯で感染者が発生した場合においては、介護サービスの
中断が生じる場合があり、家族の負担が増大しました。
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6. 関係機関等との連携・情報共有体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l新型コロナウイルス感染症対応においては、感染者の情報を管理するための新たなシ
ステム（HER-SYS：新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）が運
用されたことや、度重なる制度改正・運用改正があったことなどから、関係機関と緊
密に情報共有を図る必要がありました。

l医療関係者とは、令和２年３月に秋田県新型コロナウイルス感染症対策協議会を設置
したほか、同協議会に医療体制専門部会及び検査体制専門部会を設置し、医療提供・
検査体制の整備にあたっての検討を重ねました。さらに必要に応じ、病院の代表者か
らなる病院代表者会議を開催しました。

l保健所設置市である秋田市とは、入院調整や相談対応などの業務を共同で民間事業者
に委託するなど、一部の業務について連携体制を実現したほか、毎日の感染者数の公
表については、様式の整合を図りました。

l関係機関や県民向けの情報発信については、秋田県新型コロナウイルス感染症対策本
部会議の開催と同時に報道発表することで、感染状況や新たな施策などの情報を発信
したほか、重要な制度や対策は、記者会見、新聞広告、報道機関への情報提供、県ウ
ェブサイトへの掲載等により周知を図りました。

l県本庁においては、令和２年３月に秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部（以下
「対策本部」という。）を設置し、保健医療対策について、保健・疾病対策課を中心
に庁内の各課室が分担しながら様々な業務を担いました。その後、感染者数の増加に
より、業務量も大幅に増加したことから、令和４年４月、対策本部内に「保健医療対
策部」を設置し、庁内他部局からの応援、任期付き職員及び会計年度任用職員の採用
により、体制の強化を図り、一元的に対応しました。

○課題○

l制度改正が頻繁に行われたほか、感染者急増時は他の事務処理も急増し、従来の方法
による関係機関との情報共有は、関係者の大きな負担となりました。

l医療機関以外においても、さまざまな組織が対応を行いましたが、そうした取組や現
場の状況把握が不十分だったことに加え、行政内部においても連携が十分に図られて
いない場合がありました。

lウイルスの特性が変化する中で、変異株の状況など必要な情報が関係機関に迅速かつ
適切に提供されたとは言いがたい状況でした。また、医療機関間や医療機関と社会福
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祉施設の間における入院の適応についてのコンセンサスが十分ではなく、自宅や施設
内療養が可能なケースでも入院を依頼されるケースがありました。

l感染のまん延時においては、医療現場が危機的な状況に陥りましたが、そうした状況
が県民には十分に浸透しませんでした。

参考：秋田県新型コロナウイルス感染症対策本部体制図（令和 4年 4月時点）
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7. 人材の養成及び資質の向上

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l新型コロナウイルス感染症対応においては、感染症・感染制御に専門性を有する感染
症専門医療者が院内の感染対策について指導的立場を担った例がみられました。

l地域の健康危機管理対策の拠点となる保健所では、積極的疫学調査や医療体制の確保
等対策の中心的な役割を担いましたが、感染症対策に関する知識を持つ職員が十分と
は言えず、また、事前の想定を上回る能力が求められ、対応に苦慮しました。

l高齢者施設及び障害者施設における感染症対応能力を高めるため、集合形式での研修
や出前形式の講座を開催したほか、県独自の動画教材をウェブ上で公開して、各施設
に視聴を促し、感染対策の向上を図りました。

○課題○

l感染症専門医療者は、県内にも一定数存在するものの、人数が少なく、また、自施設
での業務負荷が大きかったことや、認知度が不十分であったことなどから、県全体と
してその専門性を十分に活用できたとは言い難い状況でした。

l高齢者施設等の社会福祉施設においては、手指衛生や個人防護具の着用、適切な患者
配置などといった感染症に対する基礎的・基本的な知識が不足していたほか、指揮系
統の混乱など組織内における対応力が乏しかったことにより、県や医療機関との情報
共有や支援体制の構築に支障が生じた場合がありました。
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8. 保健所体制

○新型コロナウイルス感染症における対応○

l保健所は地域における感染症対策の中核機関として、積極的疫学調査等、通常の感染
症対策を実施したほか、新型コロナウイルス感染症対応においては、発熱外来の開設、
入院調整、自宅療養者への支援等の業務も担いました。

l感染の波ごとに感染者数が増加し、それに伴い、保健所業務も増大したため、県地域
振興局職員や市町村職員の応援、会計年度任用職員の採用などにより、人員体制の強
化を図りました。

l保健所が積極的疫学調査等の中核的な業務に専念できるよう、食料品等の配送調整や
パルスオキシメーターの発送等について、外部委託を進めました。また、委託業者が
業務の管理を行い、本庁が報告を受ける体制とすることで、業務の一元化を進めまし
た。

l潜在保健師等を登録し支援要請のあった保健所等に対して派遣する仕組み（IHEAT）
の運用開始を受け、研修等を実施し、さらには受講者に謝金を支払うことで登録者の
増加を図り、令和４年度には延べ200人以上を各保健所に派遣しました。

l各保健所において、発生届をもとに、すべての新型コロナウイルス感染症患者（令和
４年９月26日からは重症化リスクが高い者のみ）を対象として積極的疫学調査を実施
しましたが、感染者の急増により、保健所職員のみでの実施が困難となったため、県
内の大学や市町村に専門職の派遣を依頼したほか、IHEATを活用することで、保健所
業務の負担軽減を図りました。さらに、本庁や各地方機関の専門職がリモートで実施
することで、一部の調査を代行しました。

lWEB会議や業務情報の共有ができるよう、各保健所にデジタル環境の整備を行い、業
務のICT化を促進しました。

【図表2-1-12】 IHEAT研修実績

研 修 の 開 催 受講者数 修了者数

第 1 回（令和 4年 11 月 11 日） 28 人 27 人

第 2 回（令和 5 年 2 月 16 日） 16 人 16 人
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【図表2-1-13】 リモートによる積極的疫学調査の対応実績

出典：県感染症特別対策室調べ

○課題○

l感染の波ごとに業務量が増大し、保健所業務がひっ迫するという状態を繰り返しまし
た。今後の新興感染症発生時においては、速やかに人員体制の強化を図るとともに、
外部委託を進めることができるよう、平時からの準備が必要です。

l積極的疫学調査については、感染拡大時において保健所に発生届が提出されてから聞
き取り調査を行うまで日数を要する場合があったほか、調査の範囲（検体を採取する
対象など）の特定や実施方法、情報管理の方法が保健所の判断に委ねられ、県として
の統一した運用が行われませんでした。

l IHEAT要員の登録者数の拡大に向け、関係機関への周知を行う必要があります。また、
短期間に多くの保健所からIHEAT派遣依頼があった場合に円滑かつ機動的に支援で
きる体制の構築が必要です。

l ICT利用環境を整備し、平時から事務作業の電子化やウェブ会議など、業務の効率化
を進める必要があります。
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第２章 新興感染症に備えるための体制の確保

1節 感染症法改正等の国の動向

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和４年12月に「感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、
一部を除き、令和６年４月１日に施行されることになりました。

【参考：感染症法等の改正の概要】

（感染症対応の医療機関による確実な医療の提供）

l県と医療機関が、病床の確保、発熱外来の対応、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣に
ついて「医療措置協定」を結ぶ仕組みが法定化

l初動対応等を行う協定締結医療機関について流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置（流行
初期医療確保措置)を導入

l公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院に、感染症発生・まん延時に担うべき医療
提供を義務付け

l新興感染症の入院を担当する医療機関を「第一種協定指定医療機関」に、発熱外来、自宅療養者等へ
の医療の提供を担当する医療機関・薬局等を「第二種協定指定医療機関」に指定

（自宅・宿泊療養者等への支援の確保）

l健康観察や食事の提供等の生活支援について、都道府県が市町村に協力を求めることとし、都道府
県と市町村間の情報共有を推進

l宿泊療養施設の確保のために協定を締結する仕組みが法定化

（医療人材派遣等の調整の仕組みの整備）

l医療人材について、国による広域派遣の仕組みやDMAT等の養成・登録の仕組み等が整備

（保健所の体制強化や地域の関係者間の連携強化）

l県、保健所設置市、関係団体等で構成する連携協議会を創設するとともに、緊急時の入院勧告措置に
ついて知事の指示権限を創設

l保健所業務を支援する保健師等の専門家（IHEAT）や専門的な調査研究、試験検査等のための体制
（地方衛生研究所等）の整備等を法定化
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2節 新興感染症に備えるために重視すべき視点

新興感染症に備えるための体制については、次節で各分野別に「目指すべき方向性」
を記載していますが、そうした分野別の施策が、新興感染症発生時に他の分野とも有機
的に連動しながら機能する体制を整備していくためには、新型コロナウイルス感染症へ
の対応や国の動向を踏まえ、県のみならず、県内の関係者が施策の全体にかかわる重要
な視点を共有しながら取組を進めることが必要です。
そのため、本計画においては、次の４点を「新興感染症に備えるために重視すべき視

点」として位置づけ、関係者が一丸となって取組を進めていくものとします。

1. 医療機関の負担を分散し、オール秋田で県民に必要な医療を提供できる体制の構築

l新型コロナウイルス感染症への対応においては、入院患者や発熱外来への対応など、
一部の医療機関に負担が集中し、当該医療機関が疲弊したほか、それが感染拡大期に
おける入院病床や発熱外来のひっ迫、通常医療の制限等にもつながりました。

l今後の新興感染症に備えるための医療提供体制の整備に当たっては、可能な限り多く
の医療機関で感染症医療を担うとともに、自院での診療が困難な医療機関については、
診療を行う医療機関を補完する役割を求めるなど、オール秋田で県民に必要な医療を
提供できる体制を構築する必要があります。

2. 有事を見据えた平時からの連携・情報共有体制の構築

l新型コロナウイルス感染症への対応においては、医療機関や行政だけでなく、さまざ
まな組織がそれぞれの取組を行ってきましたが、それらを共有する機会が少なく、ま
た連携も不十分であったため、県全体として、効率的な取組が行われているとは言い
難い状況でした。

l平時から、医療機関、関係団体、行政機関等が「顔の見える関係」を築き、新興感染
症発生時において、連携しながらが活動できるような体制を構築するとともに、有事

【新興感染症に備えるために重視すべき視点】

1.医療機関の負担を分散し、オール秋田で県民に必要な医療を提供できる体制の構築

2.有事を見据えた平時からの連携・情報共有体制の構築

3.高齢者施設等の社会福祉施設における感染症対策の支援強化

4.保健所及び健康環境センターの体制強化
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において刻々と変化する情報を関係者が速やかに共有し、常に最新の情報にアクセス
できるような情報共有の仕組みづくりが必要です。

3. 高齢者施設等の社会福祉施設における感染症対策の支援強化

l入所者が集団で生活をする社会福祉施設はクラスター発生リスクが高く、特に高齢者
施設においてクラスターが発生した場合には、重症者や死亡者が発生することが懸念
されるほか、地域の医療提供体制にも影響を及ぼす場合があります。

l新型コロナウイルス感染症対応においても、社会福祉施設で多くのクラスターが発生
しましたが、初動対応が不十分で感染が拡大したケースや、医療との連携が不十分で、
施設内での療養において適切な対応が行われないケースなどが見受けられました。

l平時から、社会福祉施設の感染症対応能力を高めるとともに、感染症発生時に速やか
に感染拡大防止に向けた支援を行う体制づくりや、施設内療養時において適切な対応
が行われるように医療機関との連携を促すなど、社会福祉施設における感染症対策の
支援を強化する必要があります。

4. 保健所及び健康環境センターの体制強化

l新型コロナウイルス感染症への対応において、保健所は医療機関と並んで中核的な役
割を果たしましたが、もともと人員体制に余力がない状況だったことに加え、感染拡
大とともに大きな業務負荷が発生し、積極的疫学調査や情報の収集・管理などの中核
的業務を十分に行えない状況となりました。

l感染症の病原体にかかる迅速かつ正確な検査の実施は、感染症のまん延を防ぐ上で不
可欠であり、特に新興感染症発生初期において検査を担うことになる健康環境センタ
ーの役割は、危機管理上、極めて重要です。

l新興感染症発生・まん延時においても、保健所業務がひっ迫しないよう、また、病原
体の検査が円滑に実施されるよう、人的・物的両面から、計画的に保健所及び健康環
境センターの体制強化を図る必要があります。
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3節 新興感染症に備えるための体制の確保

1. 医療提供体制

▷目指すべき方向性◁

（新興感染症発生時に迅速かつ確実に機能する体制）

l病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣、個人
防護具の備蓄について、県と医療機関が事前に協定（医療措置協定）を締結し、感染
症発生時に確実に機能する体制を確保します。

l新興感染症発生の公表後の流行初期（３か月程度を想定）の段階から対応する医療機
関については、流行初期医療確保措置を含む内容の協定を締結し、迅速に機能する体
制を確保します。

（医療機関が負担を分かち合いながらニーズに合った適切な医療を提供できる体制）

l医療措置協定の締結による病床の確保にあたっては、一部の医療機関に負担が集中し
ないよう、地域バランスを考慮するとともに、すべての病院が規模、機能や感染症対
応能力に応じ、公平に役割を果たしながら、連携を強化した体制を目指します。

l連携体制の構築にあたっては、入院調整や後方支援医療機関への転院が、県北、県央、
県南の３つの二次医療圏の圏域内で完結できる体制を目指します。

【体制の検討にあたっての前提：対応する感染症について】

対応する感染症については、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

を基本としますが、現に対応しており、これまでの対応の教訓を生かすことができる

新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組むこととします。

※新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症
対策物資等の確保の状況などが事前の想定と大きく異なる場合は、国の判断に基づ
き、機動的に対応します。

▷目指すべき方向性◁ と ▷平時からの主な取組◁ について

この節においては、各分野の「目指すべき方向性」と「平時からの主な取組」を次のように整理して

記載しています。

u「目指すべき方向性」 ：新興感染症発生時における具体的な取組を含めた施策の方向性

u「平時からの主な取組」：「目指すべき方向性」のうち、平時から取り組むべき主な取組
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l新型コロナウイルス感染症における対応を参考にしながら、重症者用の病床を確保す
るとともに、精神疾患を有する患者や妊産婦、小児、透析患者、認知症患者等、特に
配慮が必要な患者を受け入れる病床を確保します。

l可能な限り多くの発熱外来医療機関の協力を確保するとともに自院での診療が困難
な医療機関においては、仮設診療所における診療や自宅療養者への対応など、診療を
行う医療機関を補完する役割や診療を行う医療機関との連携を求めます。

（病床や発熱外来のひっ迫を防ぐ体制）

l感染症患者の入院病床を確保する病院以外のすべての病院に後方支援医療機関とし
ての役割を求めるとともに、後方支援医療機関に円滑に転院できるよう、平時から医
療機関間の協力関係の構築を促進するなど、体制の整備を図ります。

l後方支援医療機関からの退院が円滑に行われるよう、介護老人保健施設等の高齢者施
設等との連携を図ります。

l必要に応じて仮設診療所や休日等における臨時の検査場を速やかに開設できるよう、
新型コロナウイルス感染症における対応を踏まえ、仮設診療所等の開設手順や要領を
整備するとともに、平時から設置場所について市町村や郡市医師会等と協議します。

l病床のひっ迫を防ぐ観点から、宿泊療養施設において一定の医療（点滴や酸素投与等）
を提供できる体制について検討します。

l入院の適応や受診の必要性、医療のひっ迫状況に関する県民や事業者、社会福祉施設
等の理解の促進を図ります。

l新興感染症流行時の医療提供体制の構築に当たっては、流行の各段階において、新興
感染症以外の通常医療もあわせ、患者の重症度・緊急度に応じて適切な医療が提供さ
れるよう配慮します。

（入院先を円滑に調整できる体制）

l新興感染症の発生初期においては、まずは県本庁の感染症対策部門と関係保健所等が
適宜調整の上、医療機関との患者受入調整を行います。その後、県は病原性や感染性
に応じ、保健所設置市に対する総合調整権限や感染症発生・まん延時の指示権限を適
切に行使しながら、保健所設置市分を含め、早期に入院調整業務の県への一元化を判
断します。その際、長期化する場合も見据えて必要な人員体制の確保を図ります。

l入院調整業務を外部委託することも想定し、事前に契約内容を検討するなど、速やか
に契約を締結できるよう平時から準備を進めます。

l入院調整業務の一元化に際しては、国が示す入院対象者の基本的な考え方も参考に、
入院対象者の範囲を明確にしながら、患者の療養先の振り分けや入院調整を行います。
その際、ICTを活用し、医療機関や保健所等とリアルタイムで受入可能病床や入院患
者等の情報共有を行います。
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（自宅・施設等での療養に備えた医療提供体制）

l自宅療養者等へ医療の提供を行う医療機関間のネットワークの構築を促進します。

l県では社会福祉施設と医療機関との連携状況の把握に努め、休日や夜間の対応を含め、
連携強化を促進するとともに、施設内療養については、オンライン診療の活用等によ
る医療支援体制を検討します。

（集団感染発生時等における感染制御と業務継続支援のための人材派遣体制の整備）

lクラスター発生施設等における感染制御及び業務継続支援のため、速やかに医療チー
ムを派遣できる体制を整備します。

l県域を超えた医療人材の応援を要請する場合の方針について、平時から確認します。

（新興感染症発生時における医療の提供）

l新興感染症の発生等公表期間前においては、第一種感染症指定医療機関及び第二種感
染症指定医療機関の感染症病床において対応します。

l新興感染症発生の公表後の流行初期（３か月程度を想定）においては、感染症指定医
療機関に加え、流行初期医療確保措置を含む内容の協定を締結した医療機関に対応の
要請を行い、流行初期における医療提供体制を整備します。

l流行初期以降（発生の公表から３か月程度経過後を想定）においては、医療措置協定
を締結した医療機関に順次対応を要請します。

l流行初期以降の入院調整等の運用にあたっては、全県を対象とした医療機能が求めら
れる特定機能病院等の役割に配慮するとともに、感染者の入院を担当する医療機関に
負担が集中しないよう、診察は主に診療所で担っていただくなどの配慮を行います。

l感染症によっては、新型コロナウイルス感染症のように罹患後症状（後遺症）が現れ
ることも想定されることから、最新の知見に留意しながら、必要に応じ、相談窓口に
おける対応等、速やかに対策を講ずることとします。

【図表2-2-1】 対応を行う医療機関のイメージ

感染発生早期
発生の公表まで

流行初期
発生の公表後３か月程度

流行初期以降
発生の公表から３か月程度経過後

第一種、第二種感染症指定医療機関

協定指定医療機関（流行初期医療確保措置含む協定）等

協定指定医療機関等
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▷平時からの主な取組◁

（新興感染症発生・まん延時における医療提供体制）

l病床確保、発熱外来、自宅療養等への医療の提供、後方支援、医療人材派遣、個人防
護具の備蓄について、医療機関と協定（医療措置協定）を締結します。

l第一種・第二種協定指定医療機関を指定し、WEBサイトにより公開します。

l公的医療機関等に対しては、新興感染症発生・まん延時において講ずる措置について
通知します。

（病床や発熱外来のひっ迫を防ぐ体制）

l平時から、医療機関間の協力関係の構築と医療機関と高齢者施設等との連携促進に努
めます。

l仮設診療所や臨時検査場の開設要領及び手順書を整備するとともに、設置場所につい
て市町村や郡市医師会等と協議します。

（入院先を円滑に調整できる体制）

l入院調整業務を必要に応じて速やかに外部委託できるよう、契約内容を検討します。

（自宅・施設等での療養に備えた医療提供体制）

l自宅療養者等への医療の提供を行う病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション間の
ネットワークの構築を促進します。

l施設内療養をオンライン診療等により支援する体制整備を検討します。

（集団感染発生時等における感染制御の人材派遣体制）

lクラスター発生時の感染制御にあたり、派遣される医療従事者が派遣先で適切な支援
を行うことができるよう、業務の標準化と医療従事者に対する研修を実施します。
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▷数値目標◁

▶確保病床数

※（ ）内は第一種協定指定医療機関の確保病床数

▶発熱外来医療機関数

▶自宅療養者等へ医療を提供する医療機関数

※「対象別」は一つの医療機関が複数の対応を行う場合があるため、重複している。

▶後方支援医療機関数

流行初期 流行初期以降

確保病床数 100 床（64 床） 300 床（264 床）

うち、重症者病床 10 床 14 床

うち、特別に配慮が必要な患者

精神疾患を有する患者 3床 10 床

妊産婦 3床 10 床

小児 8床 25 床

人工透析患者 3床 10 床

認知症患者 10 床 30 床

流行初期 流行初期以降

発熱外来数 40 機関 350 機関

自宅療養者等へ医療を提供する機関数 500 機関

機

関

別

病院 15 機関

診療所 150 機関

薬局 290 機関

訪問看護事業所 45 機関

対

象

別

自宅療養者対応 500 機関

宿泊療養者対応 50 機関

高齢者施設対応 100 機関

障害者施設対応 50 機関

後方支援医療機関数 38 機関
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▶医療人材派遣の確保人数

▶個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関数

派遣可能人数 （県外派遣可能） （DMAT・DPAT 在籍）

感染症患者への医療担当従事者 80 人 10 人 10 人

医師 30 人 5 人 5 人

看護師 50 人 5 人 5 人

感染症予防等業務対応関係者 80 人 10 人 10 人

医師 30 人 5 人 5 人

看護師 50 人 5 人 5 人

協定締結医療機関数
うち、使用量２か月分以上を

備蓄している医療機関数

医療機関数 629 機関 515 機関

病院 64 機関 55 機関

診療所 495 機関 400 機関

訪問看護事業所 70 機関 60 機関
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2. 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上

▷目指すべき方向性◁

l新興感染症のまん延時に検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関との協定
の締結等により、平時から計画的に準備を行うとともに、それぞれの役割分担を明確
にした上で連携を図ります。

l健康環境センターが十分な試験検査機能を発揮できるよう、計画的な人員の確保や配
置を行う等、平時から体制整備を行います。

l健康環境センターは、新興感染症の発生初期において検査を担うことを想定し、平時
から、検査機器等の設備の整備や適切な維持管理、検査試薬等の物品の確保等により、
試験検査機能の向上に努めます。さらに、地域の検査機関の資質の向上と精度管理に
向けて、積極的な情報の収集・提供や技術的指導を行います。

l検査実施体制や検査能力の向上に向け、保健所や健康環境センター、関係機関とも連
携しながら、研修や実践型訓練を実施します。

l病原体等の情報の収集に当たっては、医師会等の医療関係団体、民間検査機関等と連
携を図りながら進めます。

▷平時からの主な取組◁

l民間検査機関等と検査の実施に関する協定（検査措置協定）を締結します。

l健康環境センターの検査能力の向上を図るため、必要な人員の確保や検査機器の整備、
ICTを活用した業務の効率化を推進します。

l新興感染症発生時に有事体制に移行し、健康環境センターが円滑に検査できるよう、
実践的な訓練を実施します。

l健康環境センターは保健所・民間検査機関向けの技術研修を実施します。また、健康
環境センター職員等は国等が実施する研修を積極的に受講し、資質の向上を図ります。

▷数値目標◁

流行初期 流行初期以降

検査の実施能力 1,050 件/日 4,450 件/日

内

訳

健康環境センター等 250 件/日 250 件/日

医療機関及び民間検査機関等 800 件/日 4,200 件/日

健康環境センターの検査機器の増設数 １台
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3. 患者移送のための体制

▷目指すべき方向性◁

l入院勧告した患者や入院させた患者の医療機関への移送は、県または保健所設置市が
行う業務とされているものの、新興感染症の発生・まん延時においては、保健所のみ
では対応が困難な場合も想定されることから、平時から消防機関や民間事業者と移送
患者の対象等に応じた役割分担について協議し、必要に応じて協定を締結します。

l消防機関と連携するにあたっては、入院調整体制の構築等により、円滑な移送が行わ
れるよう努めるとともに、医療機関の受入体制の情報（空床情報のみならず実際の患
者受入可否の情報）を消防機関と共有する枠組みを整備します。

l新興感染症の発生に備え、寝台車両を含め、移送に必要な車両を確保します。

l高齢者施設等に入所しており配慮を必要とする方の移送については、高齢者施設等の
関係団体等と連携し、移送の際の留意事項を含めて協議を行います。

l県域を越えた移送が必要な場合の対応方法について、あらかじめ隣県と協議を行いま
す。

l平時から、庁外の関係者を含め、新興感染症の患者発生を仮定した移送訓練や演習等
を定期的に計画し、実施します。

l消防機関が傷病者を搬送した後、当該傷病者が感染症患者であると医療機関が判断し
た場合は、医療機関から消防機関に対して、当該感染症について適切に情報提供する
必要があります。

▷平時からの主な取組◁

l消防機関及び民間事業者と患者移送にかかる協議を行い、必要に応じて協定を締結し
ます。

l医療機関の受入体制の情報を消防機関と共有する枠組みについて、検討を進めます。

l保健所が患者の移送を実施できるよう、寝台車両を含め、移送に必要な車両の確保と
維持に努めます。

l高齢者施設等関係団体等と、施設入所者が感染し、病院に移送する場合の対応につい
て協議を行います。

l新興感染症の発生を想定し、庁外の関係者を含め、患者を医療機関に移送するための
実践的な訓練を計画的に実施します。
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4. 宿泊療養体制

▷目指すべき方向性◁

l新興感染症発生時には、重症者を優先する医療体制へ移行することが想定されるため、
必要に応じて速やかに宿泊療養施設を開設できるよう、平時において、関係機関と協
議の上、民間宿泊業者等と協定を締結します。

l特に流行初期においては、民間宿泊業者等との協定のみでは十分な体制を確保できな
いことも想定されることから、公的施設の活用を検討します。

l協定の締結による施設の確保にあたっては、県外からの出張者等が感染した場合や、
災害時において被災者が感染した場合等における利用も考慮します。

l医療機関の負担軽減の観点から、高齢者にも対応できる宿泊療養施設の設置を検討し
ます。

l宿泊療養施設の開設を決定した後、速やかに運用を開始できるよう、宿泊療養施設運
営業務マニュアル等を整備するとともに、感染症の発生・まん延時には、医療提供体
制の状況を踏まえつつ、迅速に職員、資機材等を確保する等、円滑な宿泊療養施設の
運営体制の構築を図ります。

▷平時からの主な取組◁

l民間の宿泊業者等と宿泊療養施設の開設について協定を締結します。

l公的施設を宿泊療養施設として活用することについて、関係部署と協議を行います。

l宿泊療養施設の運営業務について、マニュアルを整備します。

l高齢者にも対応できる宿泊療養施設の設置を検討します。

▷数値目標◁

※流行初期については、新興感染症発生後、１か月以内に設置する。流行初期以降については、同じく６か月以内に設置する。

流行初期 流行初期以降

宿泊療養施設（確保居室数） 16 室 415 室
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5. 外出自粛対象者等の療養生活等の環境整備

▷目指すべき方向性◁

l外出自粛対象者（※）については、体調悪化時等に適切な医療につなげることができ
るよう、医療関係団体等への委託を活用しつつ、健康観察の体制を整備します。

l外出自粛対象者が外出しなくても生活できるようにするため、市町村の協力や民間事
業者への委託を活用しつつ、食料品等の生活必需品や医薬品を支給できる体制の確保
を図ります。

l福祉ニーズのある外出自粛対象者が適切にサービスを受けられるよう、関係機関等と
連携し、介護保険の居宅サービス事業所等において、平時より、従事者に対する感染
管理対策研修等が行われるよう努めます。

l市町村との連携に当たっては、必要な範囲で患者情報の提供を行うとともに、あらか
じめ、情報提供の具体的な内容や役割分担、費用負担のあり方について協議します。

l健康観察や生活支援等を効率的に行うため、ICTの積極的な活用を検討します。

l高齢者施設等の社会福祉施設等で新興感染症が発生した場合において、施設内でのま
ん延を防止するため、感染制御の専門家を派遣する体制を整備します。

l医療措置協定の締結により、地域のバランスを考慮しながら感染者を往診できる医師
を確保し、平時から個人防護具（PPE）の着脱等、感染者の往診に必要な知識や技能
を身につける機会を提供します。

※感染症法第44条の３の２第１項に規定する新型インフルエンザ等感染症又は同法第50条の３第１項に規定する新感染症
の外出自粛対象者（外出自粛に係る法の規定が適用される指定感染症にあっては、当該感染症の外出自粛対象者）

▷平時からの主な取組◁

l外出自粛対象者の健康観察について、必要に応じて速やかに委託できるよう、医療関
係団体等と協議します。

l外出自粛対象者に対する生活必需品・医薬品の支給等の生活支援について、必要に応
じて速やかに民間事業者に委託できるよう、契約内容を検討します。また、市町村と
役割分担や費用負担のあり方等について協議します。

l在宅系の介護・福祉サービスを提供する事業者に対する感染症対応能力の向上にかか
る研修機会の確保に努めます。

l社会福祉施設等で新興感染症が発生した場合に速やかに医療従事者を派遣し、感染制
御について適切な支援を実施できるよう、医療従事者に対する研修を実施します。
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6. 関係機関等との連携・情報共有体制及び知事による総合調整

▷目指すべき方向性◁

l県連携協議会における議論を通じ、新興感染症対応における様々な課題について、行
政と関係機関が協働で対応していくという意識を共有します。また、様々な場で行わ
れている取組やノウハウを共有しながら、連携を深めるとともに、予防計画に基づく
取組状況や数値目標の達成状況について進捗確認を行います。

l県連携協議会の開催に加え、関係機関の実務担当者が意見・情報交換をすることがで
きる場を設置します。また、既存の会議も活用しながら、地域ごとに、新興感染症対
策について協議や情報共有を行います。

l県連携協議会の構成員や各保健所等がICTの活用により情報共有・意見交換ができる
仕組みの構築を検討します。そうした仕組みは、新興感染症発生時においても、制度
改正にかかる情報や感染状況、ウイルス変異の情報等を、リアルタイムに共有できる
よう配慮します。

l新興感染症発生時には、感染症の特性等にかかる相談や受診に関する相談など、流行
初期からさまざまな相談が保健所や本庁に寄せられることから、正しい情報を提供し、
県民の不安を解消するため、住民等からの相談に対応する相談窓口を設置します。ま
た、住民に身近な市町村窓口にも多くの問い合わせが寄せられることから、県、保健
所、市町村の対応に齟齬が生じないよう、情報共有体制を整えます。

l県本庁においては、新型コロナウイルス感染症における対応を参考に、県庁全体で組
織的に対応する体制の整備を図ります。

l確保した病床に円滑に患者が入院できるようにするため、保健所設置市等に対する平
時からの体制整備等に係る知事の総合調整権限や、新型インフルエンザ等感染症等発
生等公表期間の指示権限を適切に行使しながら、円滑な入院調整体制の構築、実施を
図ります。

l平時より、検疫所との連携体制を構築するとともに、新興感染症の発生に備え、検疫
所長が行う医療機関への入院の委託等に関する体制の整備について、県における医療
措置協定の締結状況を踏まえた上で、あらかじめ検疫所と協議します。

l情報の公表（新興感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に限る）に関し、
住民理解を促すために必要がある場合は、市町村長に対し、必要な協力を求めます。
また、協力を得るために必要なときは、市町村長に対し、個人情報の保護に留意の上、
患者数及び患者の居住地域等の情報を提供します。

l新興感染症発生時においては、感染者や医療・介護従事者が誹謗・中傷の対象となる
可能性があることから、関係団体と協力しながら、県民に対し正しい情報を提供する
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ことにより、誹謗・中傷を防止するとともに、セルフケア等のリーフレットによる啓
発や相談窓口の周知など、メンタルヘルス対策を講ずるよう努めます。

▷平時からの主な取組◁

l県連携協議会を開催し、関係機関間の連携・情報共有体制の構築を図るとともに本計
画の進行管理を行います。

l行政や関係機関の実務担当者が感染症対策について意見・情報交換ができる場を設置
します。

l地域ごとに、関係機関等と新興感染症対策について協議する場を設置します。

l県連携協議会の構成員や各保健所等がICTの活用により情報共有・意見交換をするこ
とができ、さらに新興感染症発生時にも効率的に情報共有ができるような仕組みの構
築を検討します。

l必要に応じて速やかに相談窓口の対応業務を委託できるよう、契約締結に向けた準備
を進めます。

l新興感染症発生の流行初期から、県庁全体で迅速かつ組織的に対応できる体制につい
て、具体的に検討を進めます。

l検疫所との連携体制を構築し、検疫所長が行う医療機関への入院の委託等に関する体
制の整備について協議します。
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7. 感染症予防に関する人材の養成及び資質の向上

▷目指すべき方向性◁

（保健所・健康環境センター）

l国立保健医療科学院、国立感染症研究所等において実施される感染症対策・感染症検
査等に関する研修や実地疫学専門家養成コース（FETP－J）等に保健所及び健康環境
センターの職員を積極的に派遣するとともに、感染症対策を行う部署に従事する職員、
保健所・健康環境センターの職員を対象とした研修を開催することにより、感染症対
策に携わる職員の専門性の向上を図ります。

（医療機関における医療従事者）

l第一種・第二種協定指定医療機関においては、平時から、感染症対応を行う医療従事
者に対して新興感染症の発生を想定した研修・訓練を実施するとともに、外部の機関
が実施する研修等に医療従事者を参加させるよう努めます。それにより、新興感染症
発生・まん延時における診療体制を強化するとともに、他の医療機関や宿泊施設、高
齢者施設等に人材を派遣できるような体制の整備を図ります。

l地域の医療機関が連携し、地域全体の感染対策を整備する取組の促進に向け、感染対
策に関する研修会や実践型訓練の開催を支援します。

（社会福祉施設等）

l平時から高齢者施設、障害者支援施設、児童福祉施設などの社会福祉施設等を対象と
した効果的な研修を実施し、各施設の感染症対応力のレベルアップを図るとともに、
各施設が自立して研修を開催できるよう標準的な研修プログラムを作成します。

（大学との連携）

l秋田大学が取り組んでいる感染症対応医療人材の育成や県内における感染症リテラ
シーの向上を目的とした教育啓発活動、さらには、確かな専門性に根差した感染症ネ
ットワークの構築等について、大学と緊密に連携しながら推進し、県全体の感染症対
策の基盤強化を図ります。
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▷平時からの主な取組◁

l感染症対策や感染症の検査等に関する研修会に、保健所及び健康環境センターの職員
を積極的に派遣します。

l保健所及び健康環境センター職員を対象とした新興感染症発生時の対応にかかる実
践的な研修会や訓練を実施します。

l健康環境センターは、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関として、国立感
染症研究所や大学等研究機関、他の地方衛生研究所等との連携のもと、感染症及び病
原体等に関する調査、研究に計画的に取り組みます。

l医療機関が主体的に行う医療従事者の資質向上に向けた取組や、感染症専門医、感染
管理認定看護師など専門知識を有する医療従事者を育成する取組等を支援するとと
もに、医療機関と連携しながら感染症対策にかかる地域の連携体制の構築を促進しま
す。

l社会福祉施設の職員を対象とした感染症対策に関する研修会を開催するとともに、施
設自らが研修を実施するための標準的な研修プログラムを作成します。

▷数値目標◁

機関 目標

県

感染症対策を行う部署に従事する職員、健康環境センターの職員等を対象とした

研修・訓練を年１回以上実施

医療機関等の関係機関を含め、新興感染症発生時の対応にかかる実践型の研修・

訓練を年１回以上実施

保健所 感染症有事に構成される職員全員が年１回は研修に参加

協定締結医療機関 すべての協定締結医療機関が研修を実施又は他の機関が実施する研修へ参加
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【県内の感染症対策をリードする主な組織の紹介】

▼ 秋田大学感染統括制御・疫学・分子病態研究センター
秋田大学では、①感染統括制御、②感染疫学、③感染分子病態研究、を3つの柱と

して、臨床・研究の両面での活動計画を世界に発信するとともに、感染症対策医療人
材や感染症研究者を育成し、感染症の臨床と基礎研究をリードする活動拠点とする
ことを目的として、秋田大学感染統括制御・疫学・分子病態研究センター
を設置しています。
【URL】 https://www.med.akita-u.ac.jp/center/about/

▼ 秋田県感染対策協議会
①病院等における感染防止対策を科学的に探究し、患者及び医療従事者の安全確

保・環境保全に務めること、②地域との連携・協力を強化し、県内における感染対策
の向上を図ること、を目的として活動している団体で、令和５年９月現在で県内の
51病院が加盟し、これまで約40年間にわたり、現場に即した活動を行って
います。
【URL】 https://www.akitaicpc.com/

※上記のURLは令和６年３月１日現在のものです。

【感染制御を専門とする主な認定資格】

▼ 感染管理認定看護師（CNIC：Certified Nurse in Infection Control）
感染制御に関する専門的な知識と技術を持つ看護師の資格で、日本看護協会が認

定しています。院内の感染対策において中核的な役割を果たすだけでなく、地域の感
染対策の向上を図るため、地域の医療機関や介護施設等に対して指導・助言する役割
も期待されています。

参 考
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8. 保健所体制の強化

▷目指すべき方向性◁

l新興感染症発生時において、保健所が地域の感染症対策の中核的機関として、積極的
疫学調査等の専門的な業務を十分に実施できるようにするため、平時から、保健所に
おける人員体制や設備等を整備します。

l体制の整備に当たっては、必要な機器や機材の整備、物品の備蓄をはじめ、業務にお
ける外部委託や本庁での一元的な実施、積極的疫学調査等の業務の標準化・マニュア
ル化やICTの活用などを通じた業務の効率化を積極的に進めるとともに、IHEAT要員
や地域振興局、市町村等からの応援、会計年度任用職員の採用を含めた人員体制、受
入体制の構築を図ります。

l地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等
の総合的なマネジメントを担う保健師を配置します。

（IHEATの活用）

l IHEAT要員の登録者数の拡大に向け、関係機関への周知を行うとともに、IHEAT要
員との連絡体制の整備やIHEAT要員及びその所属機関との連携の強化などを通じて、
IHEAT要員による支援体制を確保します。

l本庁や保健所においては、平時からIHEAT要員への実践的な訓練の実施やIHEAT要
員の支援を受けるための体制を整備するなど、必要時に円滑にIHEATによる支援を
受けられる体制整備を行います。

（関係機関との連携）

l保健所は、感染症発生時における連携体制を確保するため、平時から、本庁や健康環
境センター、管内医療機関、地域医師会等と協議し、役割分担を確認するとともに、
管内市町村と感染症発生時の協力について検討します。

▷平時からの主な取組◁

l新興感染症発生に備え、保健所における人員体制や設備等の充実を図るとともに、業
務の外部委託や一元化を円滑に進めるための準備を進めます。

l ICTの活用などを通じた保健所業務の効率化を推進します。

l IHEAT要員の登録者数の拡大を図るとともに、実践的な訓練を実施します。

l新興感染症発生時における地域振興局等からの応援を含めた人員体制・受入体制の構
築を進めます。

l各保健所に統括保健師を配置します。
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▷数値目標◁

流行開始から１か月間において想定

される業務量に対応するために確保

を目指す人員数（※）

即応可能な IHEAT 要員の確保数

（IHEAT 研修受講者数）

県

保

健

所

大館保健所 37 人/日

120 人

北秋田保健所 19 人/日

能代保健所 25 人/日

秋田中央保健所 25 人/日

由利本荘保健所 21 人/日

大仙保健所 30 人/日

横手保健所 22 人/日

湯沢保健所 25 人/日

秋田市保健所 115 人/日 (15 人)
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1節 結核を取り巻く現状

1. はじめに

日本における結核患者数は減少傾向にあり、令和３年には人口10万人当たりの罹患率
（以下「罹患率」という。）は、9.2となり、世界保健機関が低まん延国と定義する10以下
を達成しました。本県においては、平成26年に9.5となって以降、10以下を維持したまま、
全国平均を下回っています。しかし、依然として結核は最大の慢性感染症であることに変
わりはありません。

国は、「結核に関する特定感染症予防指針」により、結核対策の方向性を示していま
すが、この中で、これまでに行ってきた総合的な取組の徹底に加え、病原体サーベイラ
ンス体制の構築、患者中心の直接服薬確認療法（以下「DOTS」という。）の推進及び
無症状病原体保有者のうち治療を要する者（以下「潜在性結核感染症の者」という。）
に対する確実な治療等をさらに進めていく必要性を示しました。

国の指針を踏まえ、本県でも、国と県、保健所及び秋田市保健所（以下「県等」とい
う。）、市町村、医療関係者等の連携と役割分担を明確にし、取り組むべき課題と施策
の方向性を明らかにする必要があります。

2. 結核罹患率

l平成22年から平成24年は、結核集団感染事例が発生した影響等で罹患率が一時増加
に転じましたが、平成25年以降は減少傾向にあり、平成26年からは罹患率10以下を達
成しています。

l令和４年の罹患率は5.6であり、全国的にみて低い水準です。

【図表3-1】 罹患率（人口10万対）の推移

出典：厚生労働省「結核登録者情報調査年報」
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l新登録患者における高齢者の割合は高く、令和４年は65歳以上が80.8％を占めていま
す。これは全国の70.2％と比較して高い割合となっています。

l高齢者の結核既感染率及び本県の高齢者人口の将来推計を踏まえると、今後も高齢者
を中心に結核を発病することが考えられます。

【図表3-2】 新登録者の年齢階級割合
① 県

出典：結核登録者情報システム

② 全国

出典：結核登録者情報システム
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2節 結核対策における課題

結核罹患率は平成26年に低まん延の基準である罹患率10以下を達成し、減少傾向に
ありますが、高齢化が進む本県においては、既感染率の高い高齢者が、免疫低下により
結核を発病する可能性が高いため、予断を許さない状況です。
そのため高齢者対策を中心とした次の課題への対応が急務となっています。

課題１：治療失敗・脱落・中断の防止

l前年新登録肺結核患者における治療失敗・脱落割合は、令和４年は0％となっていま
す。（全国は1.8％）

l結核の治療の基本は薬物治療の完遂であり、引き続き、0％を維持していく必要があ
ります。

課題２：年末現在病状不明者がいる

l年末時病状不明者の割合は、令和４年22.4％で、全国の19.1％と比較して高くなって
います。

l結核のまん延を防止するためには 0％を目指す必要があります。

課題３：患者発見・診断の遅れがみられる

l新登録肺結核患者の診断の遅れ（初診から診断までに１か月以上経過）の割合が令和
４年26.3％（全国 21.5％）となっています。

l結核患者は医療機関を受診したことにより発見されることがほとんどです。また、最
初に診察を受ける医療機関は、多くの場合は一般の医療機関です。

l結核のまん延を防止するためには、早期診断により治療に結びつける必要があるため、
『診断の遅れ』の割合を低下させることが重要となります。
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【図表3-3】 「初診～診断まで1か月以上」の割合（％）

出典：結核登録者情報システム

課題４：BCG接種率が低い

l結核を予防するための重要な対策であるＢＣＧ接種について、令和３年度の接種率は
95.0％（秋田市除く）となっており、国の目標値である95％には達していますが、全
国平均の97.3％よりも低くなっています。

l予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中
で、主として感受性対策を受け持つ重要な対策であり、市町村においては、引き続き
接種の促進と接種漏れの防止のための対応が重要となります。

【図表3-4】 BCG接種率の年次推移（％）（全県は秋田市除く）

出典：県保健・疾病対策課調べ

21.5

26.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全国 秋田

97.3

95.0 

50

60

70

80

90

100

110

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

全国合計 全県合計 (年度)



【第３部】 結核対策

67

課題５：保健所における患者情報把握が不十分である

l結核菌検査結果の把握について、令和４年新登録肺結核中培養検査把握割合は72.7％
で、全国の85.8％と同水準となっていますが、新登録肺結核培養陽性者中薬剤感受性
検査結果把握割合が31.6％と、全国の77.1％と比較して低くなっています。

l薬剤感受性検査は、薬剤耐性結核の把握と薬剤耐性結核患者の治療に特に重要でり、
今後も医療機関の検査部門等の関係機関と連携しながら、確実な結果把握に努める必
要があります。

【図表3-5】 新登録肺結核中培養検査把握割合（％）

出典：結核登録者情報システム

【図表3-6】 新登録肺結核培養陽性者中薬剤感受性検査結果把握割合（％）

出典：結核登録者情報システム
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課題６：市町村長が行う定期の健康診断の受診率が低い

l市町村長が行う定期の健康診断の受診率は、令和４年度14.5％となっており、近年は
低下傾向です。

l健康診断で結核患者が発見される例もあるため、受診徹底を図り、患者の早期発見、
早期治療につなげることが重要です。

【図表3-7】 定期健康診断受診率（市町村実施分）（％）

出典：県保健・疾病対策課調べ

課題７：潜在性結核感染症の治療を開始した者の治療完了率が十分でない

l令和３年に潜在性結核感染症の治療を開始した者の治療完了割合は81.0％となって
います。将来の結核患者を減らすためには、確実に治療を完了する必要があります。

【図表3-8】 潜在性結核感染症治療開始者の治療完了割合（県）（％）

出典：結核登録者情報システム
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課題８：接触者健診について未受診者がいる

l令和４年度の接触者健診の受診率は、患者家族は100％となっていますが、その他は
99.6％となっています。

l接触者健診は二次感染を防ぐ上で重要なものであり、受診率100％を目指す必要があ
ります。

【図表3-9】 接触者健診受診率（県）（％）

出典：県保健・疾病対策課調べ

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

患者家族 その他 (年度)

100

99.6



【第３部】 結核対策

70

3節 施策と目標

(1) 原因究明

l保健所は、感染症法に基づく届出等の結核登録者情報について、結核患者登録票と結
核発生動向調査システムで確実に管理します。

l保健所は、健康環境センターと連携を図り、結核対策に必要な疫学的な調査を進め、
地域における結核情報の発信拠点としての役割を果たします。

l健康環境センターは保健所に届出のあった患者情報を収集・分析し、月報や年報によ
り保健所へ還元します。

l医療機関は、多剤耐性結核菌が増加していることを考慮し、適切な治療薬を選択する
ため薬剤感受性検査を徹底するとともに、県等はその把握を確実に行うよう努めます。

○数値目標○

} 新登録肺結核培養陽性者中薬剤感受性検査結果把握割合を 80％以上にする
（令和４年 31.6％）

(2) 発生の予防及びまん延の防止

（感染症法第 53条の 2の規定に基づく定期の健康診断）

l県は、市町村が実施する定期健康診断の対象者の設定と受診勧奨方法を十分に検証し、
必要時には指導します。

l市町村は、65歳以上の対象者への定期健康診断について適切な指導と広報に努めます。

l保健所は、病院、老人保健施設等の医学的管理下にある施設に入院（入所）している
者に対しても、必要に応じた健康診断を実施するよう施設の管理者に指導します。

l事業者、学校長、矯正施設等その他の施設長については、それぞれ政令に定める時期
に定期健康診断を行います。

【参考：定期健康診断の対象者】
実施主体 対象者 時期

学校長 高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校（就業
年 1年未満を除く）の学生又は生徒 入学時

施設長
20歳以上の刑事施設の収容者 毎年度
65歳以上の社会福祉施設の入所者 毎年度

事業者 学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施
設の従事者 毎年度

市町村長 65歳以上の居住者 毎年度
特に必要と認められる者 市町村が定める時期
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（感染症法第 17条の規定に基づく結核に係る健康診断）

l保健所は、感染症法第15条の規定に基づく積極的疫学調査を行うことで、感染源と感
染経路の究明を進め、接触者を把握し健康診断を適切に実施します。

l保健所は、接触者の実態に合わせ、文書・電話・訪問等の方法を適切に組み合わせな
がら、受診勧奨を行います。

l保健所は、感染の場が複数の都道府県にまたがる場合には、関係する都道府県又は保
健所と連携し、健康診断の対象者を適切に選定します。

l県は、集団感染が判明した場合には、国への報告とともに、感染症法第16条の規定に
基づき、住民に対する注意喚起を目的とした情報を公表します。

l県等は、分子疫学的手法を積極的に活用することで、健康診断の対象者を適切に判断
し、集団感染を早期に把握することに努めます。

l県等は、結核菌が検出された全ての結核患者について、その検体又は病原体を確保し、
結核菌を収集するよう努め、その検査結果を感染症法第15条の規定に基づく積極的疫
学調査に活用します。

l県等は、収集した結核菌により、発生動向の把握と分析、さらには対策の評価に用い、
結核菌分子疫学調査のデータベースの構築に努めます。

l患者発生サーベイランス及び病原体サーベイランスを実施するに当たっては、個人情
報の取扱いに十分に配慮します。

（ＢＣＧ接種）

l市町村は、定期のＢＣＧ接種を行うに当たっては、地域の医師会等と十分な連携のも
と、乳幼児健康診査との同時実施や個別接種の推進等、地域の実情に即し、対象者が
接種を円滑に受けられるような環境を確保します。

l県保健所は、ＢＣＧ接種後、コッホ現象が発現した場合には、市町村にその旨を報告
するように周知します。また、県等と市町村は、予防接種を受けた方が必要な検査等
を受けられるよう、医療機関への受診を勧奨し、医療機関に対してもコッホ現象が発
現した際の適切な対応方法について周知します。

○数値目標○

} 市町村で実施する 65歳以上を対象とした、定期健康診断受診率を 45％以上にする
（令和４年度 14.5％）

} 接触者健康診断の受診率を 100％にする
（令和４年度患者家族100％、その他 99.6％）
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} １歳未満でのＢＣＧ接種率 95％以上を維持する。（令和 3年度 95.0％）

(3) 医療の提供

（県）

l結核病床を確保するとともに、専門家の意見を参考に結核医療提供体制を構築し、患
者の早期受診、早期診断が可能な体制づくりに努めます。

l医療機関に対し感染症発生動向調査等の情報提供や結核の適正医療に関する研修会
を開催します。

l公益財団法人結核予防会結核研究所が開催する研修には、結核診療に携わった経験の
ない医師等も派遣対象とするとともに、この研修を広く周知し、県内の呼吸器内科医
等の診断技術等の向上に努めます。

（保健所）

l別に定める『結核患者に対する地域ＤＯＴＳ推進事業（秋田県版）実施要領』に基づ
き、患者支援を進めます。

l地域の実情に応じて、地域の医療機関、薬局等との連携のもとに服薬確認を軸とした
患者中心の支援を実施します。

lＤＯＴＳカンファレンスや、コホート検討会の実施等、関係機関の協働と、医師をは
じめとした複数の職種による連携により、より一層積極的な活動が実施されるよう、
適切に評価や技術的助言を行い、地域連携体制の強化を図ります。

l医療機関と連携し、結核患者の菌検査情報を確実に把握し、必要時は医療機関に対し
て助言指導します。

（医療機関）

l結核の治療の基本は早期診断と薬物治療の完遂であることを理解し、診察の場面にお
いて適切に患者を診断します。また、患者に対しては、確実な服薬を含めた療養方法
と、他の患者等への感染防止の重要性について十分に説明し、理解と同意を得て、良
質で適切な医療を提供します。

l外部機関によって行われる結核菌検査の精度管理を定期的に活用するなど、結核菌検
査の精度の確保に努めます。

l県等から提供される情報を積極的に把握するとともに、研修会へ参加し、結核に係る
適切な医療についての理解を深めます。
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l感染症法第19条及び第20条による入院（以下「入院措置等」という。）においては、
院内感染予防措置を徹底し、中長期にわたる療養のために必要な環境の整備に努めま
す。

l入院措置等が不要な結核患者に対しては、結核患者以外の患者と同様の療養環境にお
いて医療を提供します。

l結核の合併率が高い疾患を有する患者（後天性免疫不全症候群、じん肺、糖尿病、人
工透析、免疫抑制剤使用等）の管理に際しては、必要に応じて結核感染の有無を調べ、
結核に感染している場合には、積極的な潜在性結核感染症の治療に努めます。また、
結核を発症している場合には、結核に関する院内感染防止対策を講ずるよう努めます。

l結核診療が可能な医師の養成・確保に努めます。

○数値目標○

} 肺結核患者の治療失敗・脱落率 0％を維持する（令和４年０％）

} 結核発生動向調査における「年末現在病状不明の割合」を 0％にする
（令和４年22.4％）

} 「初診から診断までの期間１か月以上（＝診断の遅れ）」の割合を 20％以下にする
（令和４年26.3％）

} 潜在性結核感染症の治療を開始した者のうち治療を完了した者の割合を 100％にする
（令和 3年 81.0％）

} 全結核患者及び潜在性結核感染症の者に対するＤＯＴＳ実施率を 100％にする
（令和 3年結核患者97.6％、潜在性結核感染症の者 89.5％）

(4) 研究開発の推進

l保健所は、地域における結核対策の中核的機関との位置付けから、県や健康環境セン
ターと連携し、結核対策に必要な疫学的調査及び研究を進め、地域の結核対策の質の
向上を図ります。

l健康環境センターは、保健所や県が実施する対策と連携し、結核菌分子疫学調査等の
疫学調査を実施します。

(5) 人材の養成

l県は、結核に関する研修会に保健所の職員や県内医療機関の医師等を積極的に派遣し
ます。また、結核に関する講習会等を開催することにより、職員に対する研修の充実
を図ります。
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l保健所や健康環境センターは、研修等により得られた知見を結核対策に活用します。

(6) 普及啓発及び人権の尊重

l県等は、結核に関する適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行います。

l県等は、結核のまん延の防止のための措置を講ずるに当たっては、人権の尊重に留意
します。

(7) 施設内（院内）感染の防止等

l県や保健所は、学校、社会福祉施設等において結核が発生した際には、施設内感染の
予防に関する最新の医学的知見等を踏まえた情報をこれらの施設の管理者に適切に
提供します。また、学校保健部門や施設関係者等と協働し、感染拡大防止対策を図る
とともに、平常時より連携し、情報交換に努めます。

l学校、社会福祉施設等の管理者は、提供された情報に基づき、必要な措置を講ずると
ともに、平時より入所者や利用者、職員等の健康管理に十分に配慮し、また協力医と
連携を図りながら、結核に関する知識の普及・啓発、患者の早期発見に努めます。

l医療機関の管理者は、院内感染対策委員会において、患者の早期発見、患者発生時の
対応、結核患者以外の患者や職員への感染防止、保健所との連携などの対策を検討し、
必要な措置を行います。また、積極的に情報の収集に努め、職員への結核に関する知
識の普及・啓発を行います。

(8) 国際的な連携

l県等は、国が進める国際的な連携に可能な限り協力します。
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○秋田県感染症予防計画策定経過

○秋田県健康づくり審議会感染症対策分科会委員名簿

（五十音順）

年月日 会議等 内容

令和5年 3月22日 感染症対策分科会・新興感染症部会合同会議 計画策定に向けた課題整理

令和5年 6月28日 感染症対策分科会・新興感染症部会合同会議 計画策定に向けた課題整理

令和5年 9月26日 感染症対策分科会・新興感染症部会合同会議 計画骨子案の協議

令和5年11月14日 感染症対策分科会・新興感染症部会合同会議 計画素案の協議

令和6年 1月19日

～ 2月19日
パブリックコメント

令和6年 3月21日 健康づくり審議会 計画案の報告

氏 名 職 名 備考

池 島 進 大館市立総合病院内分泌・代謝・神経内科部長

伊 藤 善 信 秋田市保健所長

倉 光 智 之 くらみつ内科クリニック院長

黒 木 淳 由利組合総合病院副院長

小 泉 ひろみ 秋田県医師会長 会長

嵯 峨 知 生 秋田大学医学部附属病院教授

佐々木 専 悦 秋田県獣医師会常務理事

清 水 隆 夫 秋田県歯科医師会常務理事

中 山 勝 敏 秋田大学大学院医学系研究科教授

仁 村 隆 大曲厚生医療センター医員

平 山 雅 士 中通総合病院副院長

本 間 光 信 市立秋田総合病院呼吸器内科

安 田 哲 弘 秋田県薬剤師会専務理事
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○秋田県健康づくり審議会感染症対策分科会新興感染症部会委員・臨時委員名簿

（五十音順）

氏 名 職 名 備 考

阿 部 亜矢子 秋田県立循環器・脳脊髄センター副看護部長(感染管理認定看護師) 臨時委員

五十嵐 知 規 秋田県医師会常任理事 部会長

石 川 達 哉 秋田県医師会理事

和 泉 千香子 市立横手病院診療部長

伊 藤 善 信 秋田市保健所長

奥 山 慎 中通総合病院長

小野崎 圭 助 秋田県医師会理事

萱 森 真 雄 秋田県老人福祉施設協議会長 臨時委員

菊 地 富貴子 秋田県訪問看護ステーション協議会 管理者 臨時委員

熊 谷 正 広 仙台検疫所秋田船川出張所 臨時委員

栗 盛 寿美子 秋田県栄養士会長 臨時委員

黒 木 淳 由利組合総合病院副院長

小 柗 真 吾 秋田県保健所長会 由利本荘保健所長 臨時委員

斎 藤 博 之 秋田県健康環境センター 保健衛生部長 臨時委員

嵯 峨 知 生 秋田大学医学部附属病院教授

佐々木 修 秋田県薬剤師会副会長

佐々木 重 喜 秋田県感染対策協議会長 臨時委員

柴 田 聡 秋田県病院協会理事

清 水 隆 夫 秋田県歯科医師会常務理事 臨時委員

鈴 木 明 文 秋田県立病院機構理事長 臨時委員

高 橋 一 彦 秋田県臨床検査技師会長 臨時委員

髙 橋 亨 教育庁保健体育課健康教育・食育チームチームリーダー 臨時委員

武 田 修 市立秋田総合病院小児科長

千 葉 智 広 秋田市消防本部救急課長 臨時委員

長 瀬 肇 横手市総務企画部危機対策課次長兼危機管理監 臨時委員

西 谷 浩 一 小坂町福祉課長 臨時委員

平 山 雅 士 中通総合病院副院長

福 井 伸 秋田厚生医療センター診療部長

三 浦 靖 之 秋田県障害福祉団体協議会理事 臨時委員
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